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開会 午前１０時００分

○委員長（瀬川左一君） おはようございます。

ただいまの出席委員は１４名で定足数に達しています。

したがいまして、決算審査特別委員会は成立いたしました。

これより本日の会議を開きます。

本日の審査日程及び本委員会における説明員は、お手元に配付したとおりです。

お諮りします。

本委員会の傍聴を許可したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、傍聴を許可することに決定いたしました。

ただいまから決算審査に入りますが、質疑に入る前にお願いいたします。

本日は、一般会計の８款までで終わりたいと思いますので、御協力よろしくお願いいた

します。

初めに、平成１９年度青森県上北郡七戸町一般会計歳入歳出決算書の審査に入ります。

質疑は歳入歳出事項別明細書により行います。

歳入から行います。

４１ページ１款１項町民税から４６ページ１２款２項手数料まで発言を許します。

８番委員。

○委員（三上正二君） ４１ページの町税の１款４項のたばこ税、７００何ぼ少なくなっ

ているのだけれども、こういったところ全部たばこかな。これは、役場にたばこを置かな

くなったり、たばこをできるだけ飲まなくなったので、これだけ少なくなったのだろう

か。逆に、そうだったら、健康管理というのは自分たちだけれども、やっぱり税金１億何

ぼもらっているからこれは何とか対策するということはできないものだろうか。

○委員長（瀬川左一君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） 三上委員にお答えします。

その辺については去年より少なくなっているかと思いますけれども、喫煙をする方が少

なくなったものかなと思っております。その辺は定かではございませんけれども、一応そ

れで１億１,３００万も入っていますので、よろしいのではないかなと思いますけれど

も、どうしてもこれはさっき三上委員が言ったとおり、健康をまず考えて、その辺は何と

も言えませんけれども、これで御勘弁願います。

○委員長（瀬川左一君） ８番委員。

○委員（三上正二君） 課長、苦しい答弁をさせて申しわけありません。

そこで、副町長、おれもたばこを飲むし、あなたもたばこを飲む。健康管理について
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は、これはたばこがうんと高くなればおれも飲めなくなるかわからないけれども、やっぱ

り課内でも役場の職員の中でもそうだし、また議員の中でも、確かに全国的な風潮だとい

えばそうだと思うのだけれども、いずれにしても１億何ぼというのは小さい金額ではない

と思います。もし本当に国で悪いと言うのであったら、法律で麻薬のように取り締まれば

いいのであって、でも実際あるとするならば、前回のときにも質問しましたけれども、店

内で一箱買えばライターを役場で去年助成してくれたから、とするならば現実にたばこを

飲まない人に迷惑かかれば困るけれども、この外のところでこうやって飲むのもやっぱり

そういう喫煙室の部分を考えてもいいのではないでしょうか。副町長、あなたも喫煙者の

１人として。

○委員長（瀬川左一君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） お答えします。

たしか前の議会でも町長が答弁しておりました。時計の針を逆に戻すような、そういう

のはちょっとまずいでしょうと。時代の流れの中で、庁内や公共施設の中、これはもう禁

煙ということで協力をしてもらうということで進まざるを得ないと思っています。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

５番委員。

○委員（田嶋弘一君） ４５ページ、５目の２節と３節と４節についてお伺いします。

ここのところなのですけれども、２節のところの町営住宅の使用料滞納のところなのだ

けれども、私が見る限りでは年々ふえているような感じがするのですけれども、それと一

つ、公園の使用料、公園の使用料というのはどこからどこまでなのかわからないけれど

も、例年これも収入として減っているような感じを受けるのですけれども、間違いないで

すか。その理由をお伺いいたします。

○委員長（瀬川左一君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） ５番委員の質問にお答えいたします。

住宅使用料滞納繰り越し分ですけれども、委員おっしゃるとおり年々ふえておりますの

は確かでございます。ただ、職員が徴収に努力いたしまして、滞納者数が当初よりも、１

８年度で言いますと当初では５５人おりましたけれども、２７人に減っているということ

で、滞納者数は減っておりますが、額のほうがどうしても年々、当年度分と合わせますと

滞納額がふえているような状況でございますけれども、職員一丸となって徴収に努めてお

ります。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） 企画財政課長。

○企画財政課長（楠 章君） 公園使用料についての御質問にお答えいたします。

公園使用料につきましては、中央公園ということで、ふれあいセンター、屋内スポーツ

センター、バンガロー、それから遊戯施設、すべてが入りまして公園使用料ということ

で、１８年度と比べますと１３０万余り減ってございます。この主な理由といたしまして
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は、１８年、七戸、十和田、三沢市をロケ地といいますか、中心にしまして映画の撮影が

ございました。その映画の撮影隊、訪れた１日３０人から４０人ほどの宿泊者がありまし

たけれども、１９年度はこの減が響いたということで、およそ延べにしまして言うと９０

０人前後と、宿泊者が、この分の使用料が減になったというのが主な要因ということでご

ざいます。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） ほかにありませんか。

５番委員。

○委員（田嶋弘一君） 公園の使用料のところで再度お聞きしますけれども、内容はわか

りました。ところが、もっとさかのぼっていけば、１６年度に、合併する前になるのです

けれども、そのころのほうが合併当時よりも人口がふえた割りには使用料が３００人ぐら

い減っている。ということは、使用する方々には使いづらい施設になったものか、それと

も合併をしたことで合宿棟などを使うときは、小学校、中学校なりふれあいセンターを使

わせるような体制づくりということをしていったほうが施設の有効利用になると思うので

すけれども、その辺、例えば教育委員会と話をするなり、できるだけ我が地区のを使って

合宿等勉強会等を開くようにすれば、もっと利用価値もふえるだろうし、それからもう少

し住民が使える方向を考えていったほうが私はいいかなと思います。

当時の１６年で２,１５１人あったのが、１９年度で１,８００人といえば、合併して

減っているのは、これは一つ問題があろうかと思いますので、何とか極力お願いいたしま

す。

それと、住宅料のことですけれども、私の計算が間違いかわからないけれども、前年度

に比べたら３００万ぐらいの計算になるのだけれども、私の計算で間違いないですか。

○委員長（瀬川左一君） 公園のほうは答弁どうしますか。

○委員（田嶋弘一君） お願いします。

○委員長（瀬川左一君） 企画財政課長。

○企画財政課長（楠 章君） お答えいたします。

ふれあいセンターの利用につきましては、内容を見ますと１０人以上の団体の利用に資

するというふうな目的で運営されてございます。その中でも、特に小・中学校の部活で

は、大分多くの競技団体等が利用しているという実態もございます。

私どもといたしましては、その内容を精査いたしまして、七戸地区の小・中学校の部活

の利用もこれから大きく利用していただけるように、教育委員会部局とも連絡を密にいた

しまして対応してまいりたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） ５番委員の御質問にお答えします。

前年度の決算に比べまして３００万ほど多くなっているのではないかという御質問でご

ざいます。その３００万ほどはふえております。
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○委員長（瀬川左一君） ９番委員。

○委員（天間清太郎君） 今、住宅のことなのですが、住宅の未納のことですが、これに

保証人はついていないのですか。その辺をちょっとお伺いしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） 保証人はついております。

○委員長（瀬川左一君） ９番委員。

○委員（天間清太郎君） 保証人がついているのに未納というのは、どういうわけです

か。今、３０何名あるのは、保証人がちゃんとついているのにこんなにたまるように、保

証人にも言っていないのですか。そのために、こういう金額が出てきたのではないです

か。

○委員長（瀬川左一君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） ９番委員にお答えいたします。

当人はもとより、保証人にも未納の分の通知はいたしておりまして、幾らかでも分割払

いとかの御相談に来てくれるように、職員一丸となって頑張っておりまして、現在では全

く納めていないという方はいませんので、今後もこの滞納額が少なくなるように、職員一

丸で頑張って徴収に努めてまいりたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ９番委員。

○委員（天間清太郎君） それは、職員の方々が保証人に対する甘さですよ。これは、保

証人を中に入れて、幾らでも入る人があるのだから、保証人を中に入れて出してもいいで

しょう。法的にどういうことか僕はわからないけれども、こんな甘いことでは役場が大変

ですよ。この一部の者に、銭を取らず恐らく同じ人ばかり滞納していると思う。こういう

甘いことをやっていて、私が住宅の方を歩いてみるというと本当に苦しい立場ではないの

ですよ、態度は。だから、これはもう少しきつい線で、保証人を中に入れて３者で、そし

て努力をしてこういう未収をなくするように考えてもらいたいので、よろしく頼みます。

○委員長（瀬川左一君） 答弁はいいですか。

○委員（天間清太郎君） いいです。

○委員長（瀬川左一君） １４番委員。

○委員（田島政義君） 財政課長に、今のふれあいセンターの件なのですが、これは小学

校は別として中学校、高校は、ちゃんと、中体連、高体連価格というのがあるのです。あ

なた方が余りどんどんやることによって、我々商人のための経営の圧迫になるのです。

我々にとっては、ちゃんとした、だから東北町のふれあいセンター、今赤字で大変だと。

あなた方だって軽費の上では赤字なはずです。そうでしょう。そこまで赤字まで出して町

がやらなかえればならない慈善事業ではないわけですよ。我々町民の金がないという大変

なときに、役場がどんどん苦しめることを平気でやるのであれば、おかしい話で、ちゃん

とよそは来れば全部、中体連価格で５,２５０円を払うのですよ。そういう世の中なの

に、町がそうでしょ、東北町とここも考えなければならないというのは、どんどん赤字に
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なるから、大学生の場合はちゃんと６,５００円もらわなければ大変だということで別枠

でもらうみたいですが、安ければ来るんですよ、団体は。ただ、我々が全部断っているの

です。天間が安かったら天間に行けば、ふれあいセンターにそういうふうに、通常、県外

の学生なんかの学校関係は、天間とか東北町にいつも空きがないから泊まれないから済み

ませんがと来る。だけども、いっぱい七戸でも天間でも上北でも東北町にも旅館はあるの

です。みんなで頑張ってやるのだけれども、結局そういう団体は全部安いところ、やはり

町の施設は安いから。そうなっていくと温泉もついている。だから、その辺をもっと考え

ないと。結局民を圧迫する、経営が好ましくない。だから、ふれあいセンターにもひと

つ、使用料の問題とかいろいろあるのですが、あれはもう大したいいのは、あれはお金を

払わないと使えないというのが大したいいのです。

ただ、問題なのが全面を借りたときに、今問題になっているみたいですが、歩く方を中

に入れる入れないというのはとんでもない話なのです。全面借りている、ソフトボールな

んかの体協とすれば非常に危険なのです。保障問題もあるし。体育館は無料ですから、そ

ういう場合は体育館で歩けばいいわけですよ。どうしてもふれあいセンターの周りではな

いのですか。ふれあいセンターで歩くなんていうのは、使っていなければいいですよ。お

金払って歩けばいいのですから。払いたくなかったら体育館に行けばいいのですよ。天間

の体育館でもうちの体育館でもみんなあいていますから。それをただで歩かせなければな

らないような会議を開くなんていうのを私は聞いていますが、体協にはそういうお話はな

いのですが、そういうことを町が全然そういう関係者との話、ただその団体でやってそう

いう意向を聞くだけであれば片手落ちになってくるのですよ。中身がよくわからないまま

で進む。体協でも１回問題になっていますから、それは危険町が全部責任を持てばいいで

すよ。ボールが当たってけがをした場合には、その使用している方に来るのであれば困る

わけですから、その辺の対応を、答弁をお願いしたい。

○委員長（瀬川左一君） 企画財政課長。

○企画財政課長（楠 章君） お答えいたします。

私どもでは、民間の営業といいますか、それに影響を及ぼすというふうなところまでは

想定してございませんで、その辺についてはただいま貴重な御意見をいただきましたの

で、私どもで再度真剣に検討を加えなければならないと、こういうふうに思います。

それから、屋内スポーツセンターの個人の健康造成のために、歩行のために利用してい

ただきたいというふうなさまざまな御意見があったり、または議会に対する陳情がなされ

たりというふうなところを踏まえまして、屋内スポーツセンターを利用する団体等、それ

から個人の利用者の要望といいますか、希望を持っている方にお集まりをいただきまし

て、どういうふうな調整をすればいいのかというふうなところでお話し合いを持ったとい

うところで、１回だけですけれども持ってございます。その中で、各団体の利用者の利用

団体の意向とか個人の希望を、利用の希望のある方々の意見を出していただきまして、今

後さらに出された意見の内容を取りまとめしながら、どういうふうな方向で持っていけば
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いいのか、その辺を意見の集約をしながら検討してまいりたいと、こういうふうに考えて

ございます。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） １４番委員。

○委員（田島政義君） スポーツというのからみんな誤解するのもあるのです。スポーツ

センターでスポーツ振興課ではないものですから、その担当が。財政企画課で担当してい

ますから。そうすると、その辺からも町民が誤解を招くような。だから我々にも何でだめ

なのですかと。それは、管理は私たちの担当するところではないと、それは財政課ですよ

と。何でですかって、それは町の方針ですから。でも、あれはもうお金を払って全面借り

ると、荷物もネットにおろしておくわけです。そこを歩かれるとそれも困るわけです。実

際に使っているほうは。だから、トラブルがしょっちゅう、借りているほうと歩くほうで

トラブルが起きるというのは全面お金を、照明代１,０００円、１時間、それから使用料

１,０００円で２,０００円１時間払うわけですから、それでまた歩く人が入ってくると、

ネットをおろして周りに荷物をいっぱい置いているのです。貴重品もあるのです。みんな

心配なのです。全面を借りている人は。だから、午前中借りると、少なくても８,０００

円なら８,０００円お金を払うのです。それでもよその人がぽつぽついると、借りている

団体であれば、グラウンドゴルフ、ゲートボールであれ、それは自分たちで管理していま

すから。大きい大会のとき、必ず駐車場で何回か車の車上荒らしがあるのです。あそこは

有名なのです。そういうのは何回となく注意しているのですが、そういうトラブル、盗難

が、私はプロだと思うのですが、あるわけですから、それはそういう個人で来ると、その

日もやっているほうで何しに歩いているとなると困るから、全面借りている場合には歩く

方々にも、さっき言ったように体育館はフリーであいていますから、ただですから、一生

懸命体育館へ行ってトレーニングをすればいいわけですから。ですから、それを誤解のな

いように、ひとつ指導をこれからもお願いしたいと思います。

あと、町長にお聞きしたいのですが、そういう名前の関係で、スポーツセンターになっ

ているとみんなスポーツ担当課があれを管理をしていると思っているのです。管理の中で

も、これは恐らく財政課長だったらそこを管理したくないわけです。スポーツ振興課にし

たって、人がちゃんとついてくればいいですよ。大変な、名前と管理するのが非常に町民

にわかりづらくなっていますので、これは町長でも副町長、まだ時間がありますから、そ

の場合やっぱりきちっと、あなたの村長時代の建物ですから、その辺もちゃんとしないと

非常にわかりづらい。これは要望しておきますので、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。

○委員長（瀬川左一君） 答弁はいいですか。

○委員（田島政義君） 要望だけ。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

１１番委員。
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○委員（川村三十三君） 歳入で一番問題になるのが、毎回この町税並びにその他の税金

の徴収額です。しかも、この不納欠損額並びに収入未済額等が年々ふえているという現状

をとらえたときに、先ほど９番委員のほうから話がありましたけれども、本当にサラリー

マンの多いところでもなかなか今の物価高騰の状況についていけないというのが出てきて

おります。ましてや職場が限られているこの七戸町にあっては、最も雇用の多いイオンに

してみても１時間当たりの賃金はどれぐらいだと思いますか。今ようやく最低賃金制が１

１円上がって６３０円になりました。しかし、イオン等に勤めている人は１日に何時間働

いているのです。５時間、６時間は働かせられませんよ。したがって、イオンで働いてい

る人は、一つの職場だけではなくもっと掛け持ちをしています。

こういう状況の中で、未収額等も理解できないわけではないけれども、やはり税金を納

めるということは、これは国民の義務ですから、そういう意味でも頑張ってもらわなけれ

ばならないと思うわけですが、保証人がついていたからといって、その保証人も確たるも

のであるかというと、確たるものでもないですね。仕方なく判こをついている人もいる。

みんな同じ未収入者ですよ。収入が少ない町民になってきたのです。

とりわけ農業関係だってそうでしょう。農業収入を上げるに相当な苦労をしている。む

しろ、生活保護者のことを国家公務員と言うそうですよ。国と町から来るわけですが。そ

の方々の生活が、むしろ豊かであると。働けど働けど我が生活は楽にならないという現状

をとらえたときに、私はこの不納欠損金のあり方についても、法律ではこうなっているけ

れども、本当にこれから先時間がかかっても納められるような方向性を抜本的に改める必

要があるのではないかと思っています。

ですから、収入未済額についても繰越額が非常にふえてきましたよね。しかし、欠損処

理ということになると、一定の時間を置きますとそれは欠損処理になりますから、これを

もう少し条例等の改正をして、年数をあと２年ぐらい延長するとかという方法を考えて、

年賦払いでもいいから払っていけるような方向をとることを考えていく必要があるのでは

ないかなと私は思っています。

税務課の皆さん、本当に一生懸命歩いていると思うのですが、要は財布の中に金が入っ

ていないと納められないのですよ。その方々がどんなに身を縮めているかはわかりますよ

ね。私もそういう体験をしたことがありますから、ですからそういう条例等の改正をする

中で今後の欠損の処理方法等を考えていく必要があるのではないのかと思っています。

残り少ない町長に、最後の政策をひとつお知らせいただきたいと思っています。

○委員長（瀬川左一君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） 川村委員が心配しているとおり、本当に収入未済額が多く

なっています。

町で収入未済額に対してどういう対応をしているかといいますと、とりあえず納税相談

は年２回しています。納税相談にはがき等を出しても、やはり来るのは２割弱でございま

す。そして来ない人に電話連絡、訪問等をしましても、行ってもきょうはお金がないと、
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１週間たったらまた来てくださいという話もいたしますけれども、実際はまた１週間後に

行きますと、またきょうもありませんと、どうしようもありませんと言われれば、職員も

泣く泣く何とかこの次また来ますので、よろしくお願いしますというふうに滞納者には声

をかけてきますけれども、本当に職員もつらい立場で臨んでいますけれども、はっきり

言って税金を納めるのは皆さん対等でございますので、納めてもらいたいのが事実なので

すけれども、そういう方もいらっしゃれば、どうしても途中で行方不明になったり、居所

不明ということになればいたし方ないところもございます。

そのほかに税務課でやっているのは、１８年度から県のほうにお願いして徴収引き継ぎ

というのをやっております。徴収引き継ぎというのは、町県民税だけでございます。あ

と、町県民税以外の国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税については滞納整理組合の

ほうにお願いをしてやってもらっておりますけれども、そちらのほうもなかなか人に会え

ないとかそういうのもあって、効果はございますけれども思うような収入はありません。

２０年度から、川村委員も多分新聞を見て御存じかも知れませんけれども、県のほうで

徴収支援ということで、県の十和田の県税事務所のほうがチームリーダーとなって、例え

ば十和田市、それから七戸町、東北町という職員が組んで、例えば七戸町の職員が県の徴

収に行ったときは県の職員の資格を得る。県の職員が七戸町に来た場合は、七戸町の徴収

使員の資格を得てやっていくという制度が２０年度から発足します。今とりあえず１０月

から前倒しで県のほうでも要請しておりますけれども、どうしても書類の整備に日数等が

かかるため、また特に小さい市町村であれば１月から申告の時期に入りますので、その辺

は対応できかねますので、２０年度当初からやっていきたいと。

あともう一つは、滞納整理組合と共同でインターネット公売を１２月に実施したいと思

いますので、委員各位においてはその辺、大変御理解をお願いしたいと思います。手始め

に天間地区１件、七戸地区のほう１件を実施したいと思っていますので、御理解をお願い

したいと思います。

不納欠損につきましては、生活困窮者、ある程度は５年を見据えて、どうしても、今

やっているのは、大きいのであれば無財産とか、それこそ低所得者、幾らやっても収入が

ないという人方を対象に、今、５年をめどに不納欠損をしている状況でございます。

先ほど言いましたけれども、行方不明者の方も必ずはがき等、督促を出してやりますけ

れども、どうしても居所不明ということではがき等が戻ってきますので、その辺の方につ

いてはどうしようもないような状況でございます。そういう方についても、一応５年をめ

どに、先ほど川村委員おっしゃるとおり落としている状況でございます。

○委員長（瀬川左一君） 条例改正の件はどうなっているのかという質問があるのだけれ

ども。

税務課長。

○税務課長（天間 勤君） 国税法で一応５年ということが決まっていますので、市町村

ではそれを覆すことはできないのではないかなと思っていますけれども。
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○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 今、課長のほうから答弁されましたように、町としても最大限努

力しているつもりであります。しかし、まだ滞納額がふえ続けているということもありま

すので、これを何としても減らしていく方向にしなければならないということで、県とも

連携をしながら頑張っておりますけれども、さらに一層頑張るようにいろいろと対策を講

じ、税務課のほうにも担当課のほうにもいろいろな面で支援をしていきたいと思いますの

で、御理解いただきたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

１１番委員。

○委員（川村三十三君） 国の税法がそうだから不可能でありますと、これはしゃべらな

い方がいいと思います。

先般の下水道法の改正案を出したのは、やはり地方議会がああいうように大変金がかか

るから合併浄化槽の分については連結しなくてもいいような方向を打ち出せということが

国会を動かしたわけですから、私が今言っていることは、５年なら５年次という、私はス

パンとしては短いだろうと思うのです。５年たったら死ぬという人もあるかもしれないけ

れども、しかしそれを７年にするとか、そういうようなものを働きかける中で、私は国民

の納税の義務ということを果たすような、これは学校でも教育しているわけですけれど

も、ぜひ税金は払うのだという責任体制を、義務を植えつけていく方向が大事だろうと思

います。

とりわけここにある固定資産税までも滞納している。また、軽自動車税までも、乗らな

ければいいけれどもまだ乗りたいわけですから、だんだん苦しくなるとこういう方向にな

ろうかと思うので、その納税の資格喪失の期間をもう少し長くする方向を考えていくべき

だろうと私は思っているのです。ですから、これは選挙も近いし、強く推し進めてていっ

たほうが、町民の連帯責任という意味からもこれは推し進めていくべきだと思っておりま

す。そういう方向で町が一丸となって進んだらいかがですかということです。お答えくだ

さい。

○委員長（瀬川左一君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） 川村委員の滞納を減らすためにはそういう手だても必要では

ないかというお言葉もありましたので、その辺については一応そういうことが可能かどう

か調べてみまして、可能であればそういう方向性を見出したいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

１番委員。

○委員（附田俊仁君） 徴収の問題は昔から非常に問題があって、徴収係も取れないのを

わかりつつ歩いているのが現状だと思います。

私が今申し上げたいのは、こういう債務の問題は機械的に、何年たったらどうって３段
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階ぐらいで債権の回収の方法があるのですよ。なので、そういう国民の義務という憲法に

もうばんとうたっているものですから、これは権利と相反する絶対やらなければいけない

ことなのですよ。町民として。それをまじめに払っている方々がばかを見るようなやり方

は、私は決してよくないと思います。甘やかしたらその人は払うような意識が出るか、そ

んなことはないと思います。なので、１０人いたら例えば１人見せしめでびしっとやっ

て、払わなければこうなりますよぐらいの勢いで、強い態度で出るべきだと私は思いま

す。

○委員長（瀬川左一君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） １番委員にお答えします。

先ほども私申し上げましたとおり、天間地区、七戸地区１件ずつとりあえずインター

ネット公売をして、それを広報等にも載せて町民の方に滞納すればこうなりますよという

ことなどをもって掲載しながら頑張っていきたいなと思っています。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

６番委員。

○委員（田嶋輝雄君） 今の税金のことで聞きたいのですけれども、これは車検を取ると

きに税金を納めていますかということを聞かれるのですけれども、これはもし納めていな

ければ車検を取れないのですか。

○委員長（瀬川左一君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） 軽自動車税の場合については、町のほうから納税証明書をも

らっていかないと車検は取れません。普通乗用車については、また県税のほうになります

ので。ですから、軽自動車税については２年に１回の車検がございますので、そっちのほ

うはよろしいのですけれども、そのまま捨てて投げる場合の人があるみたいですので。

○委員長（瀬川左一君） ６番委員。

○委員（田嶋輝雄君） ということは、車検ごとにはとりあえずなければだめだというこ

とだよね。それを納めない人は車ごと投げるということですよね。考えられないけれど

も、もしそれで車検を取っていたとするならば、私は知りませんけれども、これは事故に

つながると大きな問題になると思うので、その辺のところはどうなのですか。可能性はな

いということですね。

○委員長（瀬川左一君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） その辺の事故まではちょっと把握していませんけれども、車

についてはほとんどが所有者の管理ということでございますので、私たちがそこまでとや

かく言うものはないものかなと考えているところです。

絶対車を乗りたいとなれば車検を取らなければなりませんので、その場合については必

ず税務課のほうに来て納税証明書等の発行をしますので、そういうことでよろしくお願い

したいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。
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（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、４６ページ１３款１項国庫負担金から、４９ページ１４

款１項県負担金まで発言を許します。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、４９ページ１４款２項県補助金から、５４ページ１６款

１項寄附金まで発言を許します。

２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） ５１ページの５の商工補助費のところで、当初予算１６０万円

がゼロになっているのですが、これはどういうわけなのか知りたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 商工観光課長。

○商工観光課長（米内山敬司君） ここにあります地域づくり支援事業補助金というの

は、平成１８年度までホワイトバトル並びに観光ガイドの育成事業に予算がついておりま

した。それで、１９年度から、４９ページにございますけれども、４９ページの１目の２

節の中に同じく元気な青森づくり支援事業補助金ということで、同じく観光ガイド育成事

業並びにホワイトバトルの補助金がついてございます。いわゆる地域づくり支援事業その

ものがなくなったということでございます。ですから、中身につきましては同じく別な事

業で補助がのってございます。

以上でございます。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） 中身がなくなったということなのですが、そうすればこれはど

うして最初からのっているのですか、この議案書に。

○委員長（瀬川左一君） 商工観光課長。

○商工観光課長（米内山敬司君） いわゆる予算の組みかえということでお考えいただけ

ればよろしいと思いますが。

○委員（佐々木寿夫君） わかりました。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

１２番委員。

○委員（松本祐一君） ５４ページの寄附金のことでお伺いしたいと思います。

一般寄附金で５００万のっておりますが、恐らく道の駅の物産協会からかと思うのです

けれども、それでよろしいでしょうか。

○委員長（瀬川左一君） 商工観光課長。

○商工観光課長（米内山敬司君） 今おっしゃったとおり、七戸物産協会からの寄附金と

いうことでございます。

○委員長（瀬川左一君） １２番委員。

○委員（松本祐一君） この逼迫した財政の中で５００万円という寄附は本当にありがた

いことだなと思っております。
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ふるさと納税についてお伺いいたします。

今、各自治体に寄附すれば、九州の人が青森県にも寄附をすれば住民税が控除されると

いう制度が始まっておりますけれども、七戸町にはそういうふるさと納税のあれがあった

のか、また、問い合わせがあったのかお尋ねしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） ふるさと納税制度というのが今年度からできまして、今のと

ころ町のほうに３件ございます。とりあえず、これからその辺については、町のホーム

ページ等に載せたいなと考えていましたので。３件で１５万でございます。

○委員長（瀬川左一君） １２番委員。

○委員（松本祐一君） 先ほど課長さんがおっしゃいましたが、きのう私も七戸町のホー

ムページを開いてみたのですけれども、まだ載っていなかったですけれども。だから、

さっき課長さんが言いましたけれども、ふるさと納税大歓迎とか、歓迎いたしますとか、

ぜひ一筆入れてもらいたいと思います。

また、栃木県では、ある事業家がやはり出す人はあるもので出す人もあるものです。２

億円の寄附金があったのです。だから、中には善意の行為を持っている人、だからそうい

う意味で長いスパンで考えて、ぜひホームページにも載せて善意の声を吸い上げてほしい

なと思います。よろしくお願いします。

○委員長（瀬川左一君） 答弁は要りませんか。

○委員（松本祐一君） はい。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

８番委員。

○委員（三上正二君） ５４ページの物品売払収入、町有牛売払収入だけれども、町にベ

コあるのか。

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えいたします。

この町有牛の売払収入でございますけれども、これは肉用繁殖牛飼育特別対策事業とい

うことで、町、それから国、県で基金を積み立てております。それで、牛を購入したと

き、１頭当たりの助成を行っておりますけれども、それで子がえしが一応基本でございま

すけれども、その子がえし分を競りにかけて売却した分の収入ということになります。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、５４ページ１７款１項基金繰入金から、５９ページ２０

款１項５目災害復旧費まで発言を許します。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、歳出に入ります。

６３ページ１款１項１目議会費から、６７ページ２款１項４目財政管理費まで発言を許
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します。

ございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、６７ページ２款１項５目財産管理費から、７１ページ２

款１項９目諸費まで発言を許します。

８番委員。

○委員（三上正二君） ５目の財産管理費のうちの１１節、６７ページ、これは恐らくそ

の中の備考の中で燃料費とあるのだけれども、１,１００何十万、これは恐らくどこの課

でも出てくると思うのだ。町でも燃料費というのは、灯油もあればガソリンもあれば軽油

もある。いろいろなものを使っていると思うのだけれども、それを役場で町内の業者の

方々から仕入れると思うのですけれども、たまたま先般、旧上北に行ったら、これはガソ

リンだけだと思うのだけれども、約１０円ぐらい違う、リッター当たり。恐らく取り決め

をしているのは、多分七戸だと、そこの町村の一般売り価格の何ぼ引きという形で決めら

れていると思うのだけれども、それはそれでいいのですけれども、ただ、上北だけは１０

円も使えば、みんなそういうふうに違っているのかなと思って、どうなっているのだろう

と。リッターから１０円違ったのだったら灯油とかいろいろなのあるけれども、半端でな

い金額になると思うのだよ。その辺のところを教えてもらえれば。

○委員長（瀬川左一君） 企画財政課長。

○企画財政課長（楠 章君） ただいまの御質問にお答えいたします。

私もきのうそういう情報をいただきまして、早速、東北町のある地域を見てまいりまし

た。今、三上委員おっしゃったような表示の金額がございました。

ただ、東北町全体を見ますと、旧上北町と旧東北町の地域では違うというふうな表示と

いいますかやり方がございまして、必ずしも東北町全体で統一された価格ではないと。そ

の内容も、私、ちょっと時間がなかったものですから余り詳しいところまではお尋ねする

ことはできなかったのですけれども、業者の価格、契約の際には、地域によって３カ所ぐ

らいの地域を設定して行っているということで、必ずしも全東北町地域が一本化された単

価ではないというふうなところまでは、私、今情報として聞きました。

今後、再度確認をしまして、その内容等について十分に情報をいただきながら、我が七

戸町の対応についても検討してみたいと、こういうふうに思います。

きのうの粗々の情報ですと、東北町全体でそういうような表示の価格ではないというと

ころでございました。

○委員長（瀬川左一君） ８番委員。

○委員（三上正二君） 多分そうだと思いますけれども、例えば当然として同じ東北町の

中で、多分、上北地域だけだとは思うのですよ。それは、恐らくあそこは競争が激しいと

ころだから、それはそれでわかるのですけれども、いずれにしても半端でなく違うこれは

わざわざ油をかけてもしたら、そうすれば損だなと思ったり勘定をしながら見たのですけ
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れども、でも、やっぱり恐らく東北町だってこの地域の中から入札してやっていると思う

のですよ。また、この七戸町も恐らく一緒だと思うのですよ。ただ、上がったり下がった

りでこういう状態だと思うのだけれども、例えば恐らくきょう上がったらまたすぐ上げる

というわけにもいかないし、きょうは下がったからきょう下げるわけにはいかないと思い

ますけれども、その辺のシステムとかそういうのはどういうふうになっているのだろう

か。

また、近隣の町村あたりと比べて、ときにはおそらくは、日本の国の中でいえば東京の

ほうは違うけれども、この上北郡のあたりは恐らく同じ状況下にあると思うのだけれど

も、その価格差というのは当町と違うのかどういうふうになっているのだろうか。その辺

は、わからなかったら後ででもいいし。

○委員長（瀬川左一君） 企画財政課長。

○企画財政課長（楠 章君） 単価の設定については、私どもで周辺の町村の実例を調査

した資料はございませんので、今ここで即答はいたしかねます。けれども、ことしについ

ては原油高が、非常に短期のうちに価格の変動があるということで、通常であれば１カ

月、あるいは安定しているときは３カ月、６カ月というふうな契約の期間といいますか、

月数で推移してございましたけれども、ことしについては同じ月に２回単価契約をすると

いうふうな事態もございまして、９月については９月２日から新たな価格で契約したとい

うことで、それまでは１８３円でしたけれども、現在は１７７円で契約済みということで

ございます。

周辺の価格の実態につきまして、今後調査をしてみたいと、こういうふうに思ってござ

います。

○委員長（瀬川左一君） ８番委員。

○委員（三上正二君） というのは、これはなかなか納入している人たちも大変だと思う

のだ。だから、されとてまた今度下がったりしたときにそのままいけば何だものだ、役場

のほうが一般の市価よりも何よりも高いのではないかと指摘されても、これもまた役場の

ほうが大変だと思うのだけれども、その辺のところは近隣町村あたりで見てもイコールに

はならないとは思う。だけど、その日の見た形の中で、極端に上北地域みたいなことには

ならないにしてみても、調整をとりながら納入した人たちも死なないように、役場に納入

した人がもうけたというわけにもいかないのだから、その辺のところは何とかそういうふ

うな形で調べながらやってもらえればと思います。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

１１番委員。

○委員（川村三十三君） ６７ページの公用車運転業務委託の１,２００万余、それから

次のページのコミュニティバス運転業務委託料１,８００万、それから集会所等管理委託

料１００万余ですが、この集会所については一体どこの集会所なのか、それを教えていた

だきたい。
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それから次のページ、６９ページのコミュニティバス停留所案内板購入費１２０万余、

それから以上のところで、公用車の千何百万ですが、これなんかはどこの何台分、どなた

が運転してこういうように委託料を支払っているのか教えていただきたい。

○委員長（瀬川左一君） 企画財政課長。

○企画財政課長（楠 章君） お答えいたします。

まず、６７ページの公用車運転業務委託１,２００万ということでございますけれど

も、これは１８年度から比べますと２,１００万ほどの減になってございます。この理由

といたしましては、川村委員先ほど二つ目の質問ということで、次のページのコミュニ

ティバス運転業務という欄を新しく、今まで公用車の運転業務１本で計上してございまし

たけれども、やはり分けて明示したほうがわかりやすいということで、コミュニティバス

運転業務ということで１,８３６万、こういうふうに二つに分けたというところで、減額

になっています２,１００万の差額分は、役場のバス１台を廃車ということで、運転手１

名の減分ということで、実質的には１８年度と同じような金額でやってございます。

この内訳でございますけれども、町長車を初め大型、中型、あとはマイクロバス、それ

から冬期の除雪のための運転手の確保ということで、南部縦貫等に委託をしているもので

ございます。それから、コミュニティバスにつきましては、これも南部縦貫さんに４名の

運転手を委託して運行しているというところでございます。

それから、次にコミュニティバスの停留所のことでございますけれども、これは町内コ

ミュニティバスを運行するということで、バス停の看板が必要ということで、町内全１２

２カ所、バス停が設定されてございますけれども、その１２２カ所プラス予備として、若

干作成したものの軽費ということでございます。

集会所の管理費は、町営の集会所の管理費ということで、集会所という名称が３カ所、

コミュニティーセンターが４カ所、それから榎林、それから坪、農産物加工等施設、それ

から倉岡生活改善センター、この施設、それと作田生活改善センターというふうなこと

で、これらの集会施設の管理費ということでございます。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） 財政担当課としては、公用車を運転したほうがいいのか、それ

とも公用車を廃止してタクシーでやったほうがいいのかという試算もしたと思うのです

が、この結果についてはいかがなものでしょうか。タクシーをお願いする場合と公用車を

運転する場合と、どっちが安くつくかと。

一時、福士町長のときには、公用車を廃止してタクシーと業務委託をしたことがありま

したよね。また、合併してからはまたこういう形になったわけです。その試算の仕方で

どっちがどうなのかと。財政的に削減できるのかということです。それから、集会所の管

理委託ですが、これはきちっと管理者がいて、管理業務を委託することを契約してござい

ますか。契約書はあるのですね。その辺のところを明確にしてほしいものです。

町営の集会所と言っているわけですよね。これはめったにないところですよね。それぞ
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れの郊外にあるわけですが、これでいいのかどうかということが一つあるのですよ。一時

これを直そうとした経緯もあるわけですから、これで果たして財政管理上いいのかどうか

ということなのです。その二つについてお答えください。

○委員長（瀬川左一君） 企画財政課長。

○企画財政課長（楠 章君） 公用車の運転手の財政的な負担の差といいますか、経済性

はという御質問でございますけれども、合併当初、準備をされておりました公用車の台数

があるというところから、運転業務を委託して保有している公用車を活用するという趣旨

でこういうふうな体制になったかと、私は個人的にそういうふうに思っています。

タクシー利用にした場合云々につきましては、私、試算の資料が今手持ちにないもので

すから、具体的に検討したことはございません。今後、その辺も十分検討してみる必要は

あるかと、そういうふうに思ってございます。

それから、集会施設のことですけれども、これは前々から指定管理か直営かどちらかと

いうことで、町営の集会所の管理につきましては対応が若干おくれてございます。今年

度、指定管理に移行したいというところでさまざま準備もしたり、または各地区の方々と

お話し合いを持ったりはしたのですけれども、結論的にこういうふうな体制でこういう内

容でというところまではまだ積みきれていないというのが現状です。これもなるべく早く

地区の代表の方々との協議の中で、こういう体制でというふうな要望等も双方検討を加え

まして、統一的な考え方、やり方で町内の集会施設については指定管理に持っていきたい

と、こういうふうなことで今現在作業を進めているところでございます。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） これは管理者が答えるべきことであって、一定の法律が決まっ

てあったならば、それを守るということがそもそも会計上の処理の仕方ですよね。法律上

問題があるものに、こういうように委託料等を支払うということになれば、これは会計処

理上から見てもうまくないことですから、早期に、恐らく今年度じゅうにはやると言うで

しょうから、これ以上追及しませんので、法とそれに準拠するような、できるだけ法体系

を守るような形で集会所のこういうような運営等をやってほしい。

これは、分館並びにコミュニティセンターにかかわることでありますだけに、このこと

はもう既に私がこれ以上言わなくてもわかると思うので、早速善処してほしい。今年度

じゅうに約束してください。来年度の予算のときには、法に違反しないような方向で出し

ますという。いかがですか。

○委員長（瀬川左一君） 総務課長。

○総務課長（塚尾義春君） お答えいたします。

法令上、指定管理制度というのができまして、業務委託というのが結構厳しい状態に

なっておりますので、今年度中にその辺はしっかり見直ししながら対処してまいりたい

と、そういうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

５番委員。

○委員（田嶋弘一君） ７０ページと７１ページ、柏葉館のところの需用費と、それから

２２番補償費のところで、備考のところにあるのですけれども、柏葉館の委託のところで

す。１３節と２２節のここなのですけれども、予算を組むときには、たしかのっていたの

と、随分、２２節に関しては４０万ぐらいの予算を組んでいたのですけれども、なんかス

リム化したなという形で予算を通した記憶があるのと、ここの柏葉館は利用高が非常に高

くて、たしか収入では８０万ちょっと、南公民館と中央公民館二つを比べた場合に、はる

かに利用価値しているのですけれども、ところがここの委託料のところが予算化していな

いで、どういう方向に進むのかなと思っていたのですけれども、何で予算策にのせないで

いきなり委託料とか総合賠償及び非常勤のところがお金が高くなったかお伺いいたしま

す。

○委員長（瀬川左一君） 暫時休憩します。

休憩 午前１１時０９分

再開 午前１１時１０分

○委員長（瀬川左一君） 休憩を閉じ、会議を開きます。

総務課長。

○総務課長（塚尾義春君） 私のほうから諸費の２２節補償補てん及び賠償金の関係のほ

うでお答えいたします。

ここは町で掛けております総合保険の関係で、いつも皆さん交通事故とかが出た場合

に、町の施設なんかで出た場合に保険が入って専決処分をしていることが皆さん記憶にあ

ると思うのですけれども、そのときの賠償金が入ってきたときの額になります。

そして、ここで予備費からの充用とありますけれども、これはことしの３月に急遽、見

町の金鶏山の門が町の所有の杉の木が倒れまして、そして門が壊れてしまって、それを賠

償金で急遽払ったというやつでございます。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） 支所長。

○支所長兼支所庶務課長（千葉岩男君） ５番委員にお答えいたします。

この１３節の委託料の内容は、柏葉館の開館時間が午前９時から午後９時までとなって

ございます。したがって、職員の勤務時間外の時間の管理については、シルバー人材セン

ターに委託してございます。その委託しました日数１９２日、時間数にいたしまして１,

０５７.５時間という内容でございます。

１時間当たりの委託料の単価につきましては７００円となってございます。それに事務

費の７％がプラスされるところで、トータルで７９万２,０２０円という内容となってご

ざいます。

それから、当初なぜ計上されていないかということにつきましては、１８年度は職員で
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夜間勤務を対応したことによりますが、１９年度は今お話ししましたように委託業務でや

るために当初計上されないものと思ってございます。

以上でございます。

○委員長（瀬川左一君） ５番委員。

○委員（田嶋弘一君） 内容はよくわかったのだけれども、でも３月議会を行って次の月

から委託していくという話は、予算を組むときに全く私たちにうそをついたみたいな形に

とらわれる。本来であればわかっていることにいながら、なぜ予算に計上しなかったと思

うのですけれども、その辺なぜのせなかったかお聞きします。

○委員長（瀬川左一君） 支所長。

○支所長兼支所庶務課長（千葉岩男君） 済みません、今、資料がございませんので、調

査してお答えいたしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 後ほど答弁させます。

ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） それでは、ここで暫時休憩します。

休憩 午前１１時１５分

再開 午前１１時２４分

○委員長（瀬川左一君） それでは、休憩を取り消し会議を開きます。

先ほどの柏葉館の委託料について、企画財政課長にお願いします。

○企画財政課長（楠 章君） 先ほどの柏葉館の管理業務委託料についてお答えをいたし

ます。

当初予算、編成の予算要求の際には、これは例年前の年の１１月、１２月に行うわけで

すけれども、その時点では１８年度実施してございました職員による当直の予定というこ

とで、そのような予算要求なり予算の配分を想定してございましたけれども、４月に入り

まして、その前に３月ごろからだと思いますけれども、職員の負担を軽減するということ

で、４月から委託をして管理業務を行うというふうな変更がなされた結果、補正でこの部

分は対応させていただいたという経緯があるということでございますので、御報告いたし

ます。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、７１ページ２款１項１０目土地利用対策費から、７４

ページ２款１項１４目防犯対策費まで発言を許します。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、７４ページ２款２項１目賦課徴収費から、７９ページ２

款６項１目監査委員費まで発言を許します。

１１番委員。
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○委員（川村三十三君） ７４ページの報償費の納税奨励金についてでございますが、奨

励金をこれ以上上げる気はありませんか。例えば、企業に納税組合があることによって、

決められた期日までにきちっと納めているのが納税組合の人たちだろうと思っているので

すが、私はこの間、督促状をいただいた１人であります。

実は私、後期高齢者医療制度は年金から引かれるものだと思っていたら、私のところに

督促状が来たので、重ねて税務課へ来たらちゃんと渡してありますと。ただ、新聞紙上等

では年金から引かれるとあったものですから、そういう頭が私の中にありましたので、大

変申しわけないことをしたと思っています。でも、この間は３期分１回に払いましたか

ら、それは少し町とも関係があるわけですが、そのほかに町税納期前納付報償金というの

もあるわけですが、いずれにしても金のある人は１回に払えると。この制度があるため

に、町の財政の展望というのは見えてくるのではないのかなと、こう思っているわけです

から、納税組合等にきちんとやっていたら、それをさらに推し進めてほしいなと思ってい

ます。

今、非常に税務署がうるさくなりまして、例えば全労済ですが、私たちのほうの支部の

ところに残金があってもそれに税金がかかるのですよ。法人ですけれども。町税における

町が各種団体に助成金、補助金を出した場合に残金が出たらどうするのか。それを監査委

員が一々見るわけにもいかないでしょうし、担当課がそれを処理して、一部補助団体にお

いてはためているところもあるでしょう。何年間かためるわけですよね。ですから、そう

いうようなものが今後恐らく許されない方向に行くのではないかと。補助金制度は単年度

決算でもって、残余があった場合にはそれを引き上げる方向をとるのではないのかなと、

そういうみみっちい考えまで持ってきているのですが、これは監査委員のほうに聞いてみ

たいと思っていますが。

いずれにいたしましても、私の質問は前納金の報奨制度のパーセントを上げることを考

えていないかどうか。多分、財政が不如意だというともっと下げたがるかもしれないけれ

ども、納税組合にそういう方向性を可能にさせるかどうか、教えてください。

○委員長（瀬川左一君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） 私からお答えいたします。

まず、補助金のほうですけれども、税金の関係ですが、例えば町の補助金の交付で残金

があれば、それは返してもらう、あるいは次年度はそれに見合った補助体制ということに

しておりますから、そんなにあれはないと思います。

それからもう一つは、奨励金、報償金ということですけれども、一つの町税対策、収納

率の向上対策では一つの方法かとは思っておりますが、最近はそういったグループからの

脱退者というのも、いわゆる連帯責任ということになりまして、そういうのもふえている

というふうにも伺っております。

ただ、今、担当課長は余り上げない方向というふうに言っていましたけれども、十分検

討してみて、しかるべき徴収率が上がるのであればそれも一つの方法かなというふうに思



－ 22 －

いますが、大いに検討するべき事項だろうというふうに思っています。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） 後でもう１回聞きますので。

そういう事務処理費として納税組合に出している金ですよね。それを翌年に繰り越して

ためていった場合に、これはどういう処理をするのかということです。実際はあるのです

ね。町内会によってはためておいて、そして何かに１回どんと使うとか。ですから、私た

ち旧七戸地区の教員で、退職した際に納税組合をつくったのですよ。それはなぜかという

と、既存の町内会に入ってくると、町内の納税組合に入っていくと、財産があるものです

から、私たちを入れなかったわけです。したがって、六、七十名ある退職された先生方を

集めて私のほうが納税組合をつくった経緯があるのですが、どうしてもお金がそういうよ

うに蓄えられてきますと排除の論理が始まって、後から来た人を入れないと、既得権を守

るという方向もあるのでしょうけれども。

私のほうでは、今、納税組合からやめるというような方は１人もございませんが、た

だ、さっきも私が言いましたように、介護保険の３日ほど延期されると、それに対するペ

ナルティがかかりますよね。ただ、介護手当の場合には、それは納税組合と関係ないと言

いましたから安心したのですが、納税率が９９.８９％ぐらいだというようになると、そ

の残りの０.１１％分をカットされて事務手当が来るようになりますと、組合全体に迷惑

をかけるからそういうような方向でやめていく方があるかもしれないですね。ですから、

この段階を設けて、厳しくここは算定しないで、９０％まで行ったら１００％の事務手当

を出すとか、それくらいの緩和策をとったほうがいいのではないのかなと。そうすると、

納税組合が機能して町税の納付に寄与すると思うので、そういう方向をもう一度、課長も

副町長も検討してみてください。要望です。

○委員長（瀬川左一君） 代表監査委員。

○代表監査委員（新舘昭子君） ただいまの川村委員の質問ですけれども、地方公共団体

が財政援助とか補助金等を出していますけれども、これは監査の対象になりますけれど

も、それ以外のものは監査できないということになっております。

さっきの話から伺いますと、税金を全納したものはあくまでも報償金であって、それが

幾らたまっていても監査の対象にはならないと私は思っております。ただ、先ほど申しま

した保険とかそういうことで皆さんが団体で加入して入ってきた保険の手数料とかは、も

ちろん監査の対象にはなりませんけれども、これは税金の対象にはなると思います。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、７９ページ３款１項１目社会福祉費総務費から、８３

ページ３款１項４目老人福祉費まで発言を許します。

（「なし」と全員呼ぶ）
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○委員長（瀬川左一君） 次に、８３ページ３款１項５目老人福祉施設費から、８６ペー

ジ３款１項９目地域福祉交流センター管理費まで発言を許します。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、８６ページ３款２項１目児童福祉総務費から、９１ペー

ジ３款２項７目放課後児童対策事業費まで発言を許します。

１１番委員。

○委員（川村三十三君） ８９ページの道ノ上の保育所に関連してでございますが、これ

は来年度から民間に移譲することに決定でございますか。まずその点をお聞きいたしま

す。

○委員長（瀬川左一君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

道ノ上保育所の民間移譲につきましては、今現在町の移譲策選定委員会を開催している

ところでございます。８月４日に第１回目、８月２９日に第２回目、９月１９日に第３回

目を開催して決定したいと、このような段取りでおります。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） 今月中に決定するという話ですが、職員の処遇はどうなるので

しょうか。所長は本庁に帰るのでしょうけれども、所長も一緒に乗っけてやりますか。ど

うなのですか、移譲先。そうした場合に、恐らく賃金格差が出てくるでありましょう。そ

の取り扱いをどうするのかということになります。お答えください。

○委員長（瀬川左一君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

職員につきましては、派遣法に基づきまして、３人ないし５人を派遣したいという考え

を持っているわけでございますけれども、これにつきましても職員の同意等も必要でござ

います。また、移譲先の法人等の協議も必要ということでございます。

給与面の差額等については、この差額につきましては、当然民間より金額が多くなって

おりますので、課長補佐クラスの場合ですと約２５０万ぐらいふえるということで町で負

担すると、こういうふうな予定でございます。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） もう来年のことですから、４月１日からスタートするわけです

から、町から民間に移譲した場合に保障体制がきちっとしていないと、これは相当もめる

と思いますよ。やめるとかやめないというようなことも含めて。ですから、早期にそうい

うようなものを決めていくべきだと思います。

先のこと、所長はどうなるのと聞いても、これはどうもならないですね。向こうの受け

入れ先で所長は要らないということになるのか、所長も経験を生かして来てくださいとい
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うのか、その辺の先までは、これは質問しても無駄ですよね。だけれども、いずれにして

も職員に不安を与えないようにしてほしい。それから、せっかくなれた保育士の皆さんが

幼児に不安を与えないような状況をつくってほしいと思います。大分県は、今、大変だそ

うですね。先生がいなくなって大変だそうです。２学期が始まったのに先生がいない、そ

ういうような状況だけはつくらないでいただきたい。保育所と小学校は違うものですけれ

ども、町長、最後の御奉公ですから心配をかけないように、職員をきちっと処遇してやっ

ていただきたいと強く要望しておきます。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） それでは、次に９１ページ４款１項保健衛生総務費から、９６

ページ４款１項１０目後期高齢者医療対策費まで発言を許します。

２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） ９５ページ、公害対策費ですが、これについて質問いたしま

す。

公害対策費はゼロになっていますが、駅の北側の土地なのですが、青森ゼネラルのとこ

ろで発ガン性のある溶液が流されていたということで、近所の井戸からそれが出たという

のが１０年ほど前に問題になっているわけです。

このゼネラル、現在も操業しているわけですが、その後、このゼネラルの発ガン性のあ

る物質の溶液の問題について、きちんと町では追跡して調査をしているのかどうか、お伺

いしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

ただいまの佐々木委員の質問の内容でございますけれども、平成１２年８月の青森富士

通ゼネラル本社工場の敷地内地下水から、環境基準値の５８０倍の発ガン性物質、テトラ

クロロエチレンが検出された件と思いますけれども、これにつきましても県の環境管理課

の指導を受けながら浄化対策を行っております。

それで、今現在においても年１回、敷地内の３カ所において水質検査を行っております

けれども、異常がないというふうに伺っております。

以上でございます。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） ５８０倍もの溶液が検出されていると。現在３カ所で水質検査

をして、その結果も手に入っているということですが、まず現在３カ所で検査をしてい

る、検査をしているのはどなたかということと、現在の町でつかんでいる検査のデータを

お知らせください。

○委員長（瀬川左一君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。
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結果は自社管理ということでございます。町においては、その後のデータはございませ

ん。ただし、そのデータの公表につきましては、要望があればいつでも公表すると、こう

いうふうにゼネラル側から聞いております。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） 会社が自分のところの公害の検査をしているわけですね。私は

そのことに問題を感じるのですよ。ただ、調べてみると、県のほうとも緊密に連絡をとり

ながら調べているということですから、ちょうどあそこは新幹線の駅の裏にもなるし、こ

れに対する追跡調査などはきちんと行うべきではないかと。これを見ると、公害対策費と

かそういうのがゼロになっているのですが、そういう必要もあるのではないかということ

を要望しておきます。

以上。

○委員長（瀬川左一君） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４７分

再開 午前１１時４８分

○委員長（瀬川左一君） 休憩を取り消し、会議を開きます。

ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次、９６ページ４款２項１目塵芥処理費から、１００ページ６

款１項６目農業総務費まで発言を許します。

１１番委員。

○委員（川村三十三君） 塵芥処理費に関連して、現在、町のごみ集め、これはことしか

らは週２回になりましたよね。この収集業者は縦貫だろうと思うのですが、多分軽費節減

というようなことで週２回になっただろうと思うのですが、今もまだ町中にごみが積んで

あるのではないでしょうか。この辺の各町内の塵芥処理のための時間は、前は大体わかっ

たのです、早朝来ていたのですけれども、今は町中にごみが積まれてあるのですが、これ

は縦貫と町と協議して週２回にしたのですか。お答えください。

○委員長（瀬川左一君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

このごみ収集につきましては、中部上北管理清掃センターと七戸町、東北町と協議して

おります。この回数の減った背景というのは、青森県の場合、リサイクル率が非常に悪い

と、こういうふうなこともありまして、県の指導等もありまして、生ごみをこれまで週３

回のやつを２回に減らして、その減った分をリサイクル、空き缶とか新聞等の資源ごみの

回収に向けると、こういうふうな経緯で減らしたということでございます。

それに基づきまして、回数が減ったことによってその回収もおくれているという実態で

ございますけれども、これについても清掃センターと協議をして、できるだけ町中は早い
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時間に回収するようにとお願い申し上げています。

以上でございます。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） ２回になったのは、私は議会では論議した経緯がないと思うの

です。中部でもない、中部の議会でも週２回にしますということはない。それから、リサ

イクル資源が不足だから、それの回収にという言葉もない。では、具体的に町民にどうい

うように訴えたか。例えば、私が１度聞いたことがあるのは、空き缶を集めていた、あれ

をごみ箱から持ってくれば泥棒になるのだそうです。そういう人もいないわけではない。

ですから、やはりこういうようなものをやるからには、町民にただ週２回になりましただ

けではならないと思うのです。議会にも報告があっていいと思うのですが、本当にリサイ

クルを町民挙げてやるという方向に、やれる、どうですか。そうだとすれば、また考え方

は違うのです。

今の空き缶を集めるのだって、アルミニウムはアルミニウムで分けるというようなこと

にしていかないとリサイクルにはならないと思うのです。今、空き缶だけの例を言ってい

るのですよ。それから、生ごみの収集を２回にしたからたといって、その生ごみを今度は

自分のところで処理をして土地へ返してやるという方法は、町中ではできないのです。何

か買わなければならない、腐るようにするものとか。だから、そういうようなのが不徹底

なままごみの収集回数というのが減ったということに対しては、やはり反省すべきことで

はないのかなと私はそう思うし、議会としても手を打てなかったことが残念でならないわ

けです。

課長、中部とも相談をしたと言っていますから、基本にそういうような高邁な理論があ

るのであれば、遅滞なくこれからもごみ収集に当たってリサイクルの方向でやれるような

方策を町民に訴えてほしいと思います。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） そのほかにございませんか。

１番委員。

○委員（附田俊仁君） 清掃センターと最終処分場の負担金のところですが、負担割合、

９６ページ、塵芥処理費の１９節の中の備考に負担金で清掃センターと最終処分場の金額

が上がっていますけれども、この負担割合をお知らせ願いたいです。

○委員長（瀬川左一君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

清掃センターの分でございます。これは七戸町が４７.４９％、東北町が５２.５１％で

ございます。それから、最終処分場でございますが、七戸町が４８.９８％、東北町が５

１.０２％。以上となっております。

○委員長（瀬川左一君） １番委員。

○委員（附田俊仁君） これは、人口割にすればどうなりますか。
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○委員長（瀬川左一君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

これにつきましては、収集量割、また人口割、均等割と、このように様々な形態で割り

当てをさせています。

○委員長（瀬川左一君） １番委員。

○委員（附田俊仁君） ということは、これは算定基準か何かあっての最終的な負担割合

ということですか。

最近、ごみの最近リサイクルとか非常に課題になっているわけですけれども、例えば生

ごみは燃えるごみということで、生ごみが結局重量物なわけで、処理する側からすると生

ごみをどうやって減らすかという部分が、結局ごみを減らす一番の要因ということを伺っ

たことがあるのです。その際に、例えば、今、いろいろなメディアでも非常に話題になっ

ているコンポストとか段ボールで腐らす方法とかさまざまあるわけなのですけれども、そ

ういう町の取り組みは考えていらっしゃらないのですか。

○委員長（瀬川左一君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

ごみでございますけれども、これまでは燃えるごみには新聞、段ボール等、燃えるごみ

として処分しておりますけれども、先ほど申し上げましたようなリサイクル率を高めると

いうことで、資源ごみとして２０年４月１日からスタートしているわけでございます。

以上のようなことで、この金額につきましても缶及び新聞紙等で約２,０００万の歳入

というふうなことで計上されているわけです。また、この収益金については、管内８５前

後の子供会とかそういう団体がありますので、それらについても幾分交付していると、そ

ういうふうな状況で、ごみ資源のエコ対策を進めていると、こういう状況でございます。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

５番委員。

○委員（田嶋弘一君） ９８ページ、農業者年金の２目と農業者就業対策事業の３目。こ

の農業者年金は、加入率はどのようになっているか。それから、３目は結婚のことですけ

れども、詳しく内容を知りたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（中野 均君） ５番委員に申し上げます。

２目の農業者年金業務推進費に関連しての御質問ですが、加入率と申しましても、農業

者に対する割合という形のことになりますか、それとも認定農業者等からの割合というこ

とになりますか。そこのところ、私ちょっとよく理解できませんでしたけれども。

新年金になってからは、加入率が相当低くなってございます。といいますのは、旧年金

の部分で想定していた年金額がもらえないというふうな部分がありまして、相当年金につ

いては不評を買ってございます。ただ、新年金につきましては積立年金でございますの

で、自分で積み立てた年金は利息とか、そういう運用益を加算した部分でもらえる。認定
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農業者、あるいは家族協定を結んでいる方であれば、それなりに２分の１から４分の１、

３分の１ぐらいの助成もあるということで、強力に年金のほうについては農業委員会のほ

うで進めてございまして、昨年度は新規に４名の方が加入してございます。

農業就業対策に絡んでの結婚相談ということでございますけれども、現在１０名の結婚

相談員を農業委員会のほうでは配置してございます。旧七戸地区５名、天間林地区５名と

いうことで、これは昨年、一昨年には東北町さんのほうの結婚相談員との合同研修をいた

しまして、情報交換、いわゆる独身の方がどれぐらいいるとか、どういう形でいるとかと

いうことで、私も会議に入って聞いてございますけれども、見合いまではいくけれどもな

かなかその先が進まない。というのは、御承知のように、今このように開かれてきて、女

性の方でもそれ相当の収入等がございますので生活力があるということでございます。そ

の反面、男性の方はやはり積極性に欠けるような方が多いということで、男性の方ももう

少しバージョンアップしていかないとなかなか厳しいのかなということがございます。

それと、考え方でございますけれども、今、農業に関しての部分で農業委員会では結婚

相談の部分をやってございますけれども、農業にかかわらず商工業、その他のものでも

年々結婚されない方が多くなってございます。ですから、この辺につきましては、やはり

今後、行政、これは私の意見でございますけれども、農業委員会ではそういう考え方に

なってございますけれども、町部局のほうと一体となって独身の方々の結婚への道を探っ

ていかなければならないなというふうには感じてございます。

今、思いついたのは申し上げたのですけれども、足りないところがあればまた御質疑申

し上げたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ５番委員。

○委員（田嶋弘一君） ありがたい話で、私と同感の話なのですけれども、この年金加入

者、一生懸命、農業委員会の方には申しわけないことなのですけれども、７０万円の経費

の中で後継者それなりに４名ということなのですけれども、これはまだまだやらなければ

ならない事業だなと、そういうふうに感じます。

そこで、これは農業委員会の会長から聞きたいのですけれども、私の独断で勝手な話を

させないと思うのですけれども、結婚の、今までは農業者に嫁さんは来ないということ

で、旧七戸、旧天間でやってきた経緯があるのですけれども、委員長が言ったとおりに、

もうこれは農業ばかりではなく、もっと行政が別な角度の形で進めたほうがいいのかな

と。旧天間の場合は農家がよくやったから、そういう農業だけの嫁さんということで、今

は商工会、そういう方々も結構私から見ればあるような気がするのですけれども、できれ

ば来年度から農業委員のほうを役場サイド側にすべて移して、七戸町を全体的に考えた形

で嫁さん不足とかそういうことに対応していったほうがいいかなと思うのですけれども、

ここは会長から聞かないと勝手に私たち決められないと思うのですけれども、会長の御意

見をお聞きしたいと思っています。

○委員長（瀬川左一君） 農業委員会会長。
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○農業委員会会長（佐藤午之介君） 発言の機会を与えてもらったことに対して感謝を申

し上げます。

委員会の会長と申しましても、実はまだなったばかりのほやほやでございます。右も左

もわからないという状況でありますので、特に数字的なことについては局長のほうにお願

いするという方法だけ考えていましたが、貴重な意見でございますので、こういった結婚

相談云々ということにつきましては議員皆さん方の御指導も得ながら、でき得る限り農業

者の限り委員会として頑張っていきたいなと、こういうことで、今後とも皆さんの御指導

をお願い申し上げたいと、こういうことで勘弁願えますでしょうか。

○委員長（瀬川左一君） ５番委員。

○委員（田嶋弘一君） わかりました。

ということで、私、話をしたのを町長は聞いているかと思うのですけれども、この結婚

については農業を問わずに別な角度で来年予算化していただければというふうに考えてい

るのですけれども、町長サイドのほうではこれから農業者だけではなく、行政を挙げての

人口をふやす一つの例にもあると思うのですけれども、もしその方向性の考えがあったら

お聞きしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

結婚をしなければ子供も生まれないという状況で、御承知のように七戸単独で旧七戸町

で一番出生率が高かったのは昭和二十四、五年で、１年で四百二十数名生まれたことがあ

るのです。ところが、今は何と６０名ぐらいだと、そういう状況で、７分の１ぐらいに

なっているというのが現状であります。

そういうことで、私も当初からこの問題は結婚相談員その他を設けまして、何としても

結婚をふやし、そして町の活力を生み出していかなければならないということで大変苦慮

してまいりました。そういう意味で、中国からも結婚を目的として未婚の女性の方を研修

生として迎え入れたこともあります。それら努力をしておりますが、余り成果も上がらな

かったわけで、農業委員会でもそれなりに努力しているということで、農業委員会のほう

にお願いをしているというのが現状であります。

今言われてみますと、まさに町を挙げて取り組まなければならない、そういう思いであ

ります。そういう意味で、町民で、しかも町を代表するような方々は、皆こぞって私は仲

人だと、そういう仲裁をして皆さんを一緒にさせるのだという意識を持ってひとつ活動し

ていただければというふうに思っています。

町としても、商工会、それから農業委員会、その他の団体等といろいろ協議をしながら

適切な対応をしていかなければならないだろうというふうに考えておりますので、これか

らも御指導賜りたいと思います。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。
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（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） ここで、お昼のため休憩したいと思います。

１時１５分まで休憩します。

休憩 午後 ０時０８分

再開 午後 １時１５分

○委員長（瀬川左一君） 休憩を取り消し、会議を開きます。

１００ページ６款１項７目農業振興費から、１０２ページ６款１項９目農産物加工研修

等施設費まで発言を許します。

８番委員。

○委員（三上正二君） １００ページ、１９節補助金及び交付金の中の備考の下のほう

で、町農業技術者連絡協議会補助金、これはどういうことなのかと、それからメンバーを

教えてください。

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えいたします。

この町農業技術者連絡協議会でございますけれども、これは県、それから各農協、それ

と農業委員会等の農業の情報交換の協議会でございます。

○委員長（瀬川左一君） ８番委員。

○委員（三上正二君） それに改良普及センターあたりも入ると思うのですけれども、そ

うですよね。

なぜこんなことを聞くかというと、町長も副町長も、基本的にこの七戸町は一次産業の

農業が大事な町だと、そのとおりだと思うのです。ただし、農業振興費といってもなかな

か財政難の折で、補助金とかハードの部分はできづらい状態にあることも承知しておりま

す。ただ、そうであればあるほどに、このソフト面、情報とかそういうことが大事になっ

てくると思います。逆に言うと、それしかできないと思うのですよ。

ちなみに、ことしあたりの天候を見ると、特に稲作の場合は、こう天気がよければこと

しは何ぼとれるかと、天気が悪くなればことしは悪いのだなと、そういう一喜一憂しなが

らの状況があることは皆が覚えているとおりだと思うのです。ところが、ここにたまたま

祭りのときに歩いたら、これは旧七戸の地区の人なのですけれども、三上さん、何でうち

のほうの改良組合だけ水が早くとまったのと。十和田の稲生でも、奥入瀬のほうでも、ほ

かのほうは長く水引いてくれた、どうしてだという話が来たのです。きのう早速、一人で

前から調べていったら、上北農業生産臨時情報というのは８月２６日付で入っています。

これは多分先ほど質問した町農業技術者連絡協議会あたりでこれを協議されたと思いま

す。その中のをちょっと読んでみます。

８月１９日から低温、日照不足が続き、さらに今後１週間程度は日照不足の傾向が続く

見込みです。管内の水稲は８月１０日が出穂最盛期で、現在、登熟の前半となっており、

低温による登熟のおくれなどが心配される。今後の水管理に万全を期してくださいと。対
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策として１、低温が続く場合は１０センチ程度の深水で保温し、登熟の促進に努める。

２、登熟がおくれている水田では、穂の色のつきが稔実程度をよく観察しながら落水時期

をおくらせる。こういう臨時情報が出ているのです。

ただ、これは私もそうですけれども、個人で普通の用水から自分で水を持ってきて入れ

る田んぼについては、それは自分でいつでも水を落とせるし、水もかけれるからこれはい

いわけです。ところが、天間にもあると思いますし、七戸にも改良区がありますけれど

も、その改良区とか共同でやっているところというのは、そこの組合で水を落とされれ

ば、その時点で水をかけれなくなるわけです、かけたくても。今、私が言った人は、９月

１日と、いつもはうちのほうの改良区は９月１日で落とすのですけれども、あえて聞くの

はわざわざこういう水を落とすのをおくらせてくださいと来ていながら、ではハード面と

かそういうのはできないと言っているけれども、わからなくなれば町長何とかがしふえて

もならないからと町にも来るでしょうし、とすれば、ソフト部分でそういう形のものをど

ういうふうな連絡とかそういう形で。これは改良区のことだといえばそれまででしょうけ

れども、もし仮に例えばいろいろな形のものがあったとするならば、次にいろいろなこう

いう形での連絡を流さなければ、これはなった方がことしは米が悪いといっても、共済金

がもらえるような状態でもないと思う。そうなれば、１俵でも一粒でも多くとりたいのは

農家の気持ちなんですよ。その辺はどういうふうになっていたか、農林課長がわかる程度

でいいから教えてください。

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えします。

まず、今の改良区で早く水を落としたということですけれども、町の情報といたしまし

ては農作物関係の災害情報、例えば今おっしゃったように低温が長く続く、それから台風

とかいろいろな災害が予想されるということにつきましては、防災無線とかの周知は行っ

ております。ただ、この改良区等の用排水組合等もございますけれども、水を揚げるとか

落とすとかということの情報に関しては町としても連絡がございませんので、各改良区な

り用水組合での協議の上、その水揚げ、水を落とす日程を決めておいて、教えるものと思

います。

○委員長（瀬川左一君） ８番委員。

○委員（三上正二君） 普及センターあたりが聞くと、昔の土改連ですか、今は農業何と

かと言うらしいのですけれども、昔の土改連もそうやってうまく各改良区には連絡しまし

たと、させておりますということにはなっているのですけれども、ただ、それでも今課長

おっしゃったように、土改連に関係ない、水利組合とかそういうことになっても同じだと

思うのです。とすれば、防災無線あたりでここで流すことはそんなに難しくはないと思う

のですよ。だから、もしこういう形がありましたならば、それこそさっき言った農業情報

ではないけれどもそういう形で、特にこういう年には流してもらえるようにしてもらいた

いと思います。要望です。



－ 32 －

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） ただいまのにお答えしますけれども、今の改良区なりの連絡

方法等ですけれども、再度確認して、今度は徹底して各改良区等に連絡したいと思ってい

ますので、よろしくお願いします。

○委員長（瀬川左一君） ８番委員。

○委員（三上正二君） １件はそれとして、あとは１０１ページ、七戸特産品開発研究事

業費補助金、これについてお知らせしてもらいたいと思います。

多分、これというのは、町長が言うようないろいろな、これから新幹線時代とかそうい

うのをやられている、例えばキムチですか、そういうことも含まれると思うのですけれど

も、まだこの項にはないのですけれども、きのうでしたか、最初、総合的にも町長おっ

しゃっていましたけれども、農・商・公が連携した形の中で一つの七戸町の特産物という

形で取り組んでいかなければならないという話がありましたので、実際私もそのとおり付

加価値をつけた形で新幹線時代に向けて、特に道の駅あたりでもそういうものを出してい

かなければならないと、それは私もそう思っているのですけれども、ただ、この中で１７

万５,０００円を、恐らく次に出てきますけれども商工振興費の中ではこういう項目がな

いのですよね。だから、きのうだれかもおっしゃいましたけれども、縦割りではなくて同

じ、でも農業問題と商工とかそういう関係の形の中での一つの産物という形のものを考え

ていくべきだと思うのです。そうしないとなかなか、決算で言うのもおかしいでしょうけ

れども、そういうふうな方向にしたらどうかと思いますけれども、これはどういう形にな

るでしょうか。

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えいたします。

この七戸町特産品開発研究会事業費補助金でございますけれども、きのうの一般質問の

中でも１９年度の事業の実績ということで、町長のほうからも答弁なされておりますけれ

ども、これはキムチの開発のための補助金でございまして、事業費が９２万６,０００

円、そのうちむつ小河原財団の助成として６９万３,０００円。この１７万５,０００円は

町の助成でございます。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

５番委員。

○委員（田嶋弘一君） 先ほどの８番委員の発言の関連でお聞きします。

七戸町特産品開発のところと、それと抱き合わせてローズカントリーをお聞きいたしま

す。

これは新しく町長がキムチをやりたいということで、キムチをやるためには韓国に派遣

して勉強に行ってきて、それなりの予算を使った経緯があります。今できたばかりなのだ

けれども、独立状態にもない状態の中で財政が厳しい意味で予算を少なくしたのか。

バラ園に関してはそのままと。これから町を活性化するためにと町長は言っているけれ
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ども、もしこれから続けるのであれば、このローズカントリーの問題に関しても、バラに

関しても、やっぱりブルガリアに研修生を送るぐらいの気持ちでやってほしいと前にも

言ったのですけれども、それで今取りかかったキムチに関しては半分の経費の削減と。本

当にこの１７万で町が活性化できるぐらいのキムチが進歩しつつ（発言する者あり）やっ

て、ここだけ減ったということなのですか。トータルからいけば去年と全く同じというこ

とですか。

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 去年より補助金のほうが、去年は１００万ぐらいの助成でご

ざいましたけれども、ことしは６９万３,０００円ということで３０万ほど減額になって

おります。

○委員長（瀬川左一君） ５番委員。

○委員（田嶋弘一君） という話を私は聞きたかったのです。これから町を町長が何とか

やっていかなければならないといいながら、こういう研修、私だったらさらに力を入れる

と思うのですよ。バラ園に関しても、このままでいけばだんだん衰退していくというふう

に感じるのですよ。

例えば、キムチでもそうですけれども、キムチはそれなりにいけば白菜を植える形の農

家がふえてくるという感じをもっていけば、農家の所得にもなる。そのためには、もう少

しキムチに関しては、力がいるのだったら二、三年で、こういう予算を削るのではなく

て、３年なら３年、５年なら５年、経過をちゃんと推移した上で頑張っていく方針をした

ほうが私はいいと思うのですよ。だから、もしこのローズカントリーに関してもあるので

あれば、なかなかないバラですので、もし本気で本腰でやるのであれば、世界でも有名な

ブルガリアにだれかが研修に行ってきてやるべきだなと思うのですけれども、その辺どう

ですか。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） それでは、田嶋委員にお答えを申し上げます。

まず初めにキムチであります。キムチにつきましては３年前から計画を立てまして、３

年計画で完成をさせるということの目的でやっています。１年目は韓国に４名ですか、５

名ですか、派遣をしたと、そういうことで、かなり費用もかかったわけですけれども、２

年目にはそれらを踏まえながら韓国から講師の専門家をお願いして、こちらへ来て勉強し

たと。そして、ことしはそれを集約する形で、地元でそれなりの成果を完成させるために

頑張っているということであります。

きのうも答弁で申し上げましたけれども、いろいろなイベント等で地元がつくった製品

を試食させたり、また道の駅のほうでも試験販売等をしたというふうに私は聞いています

けれども、そういう試行錯誤を繰り返しながら、そしてチャレンジをしながら、新幹線時

代に向けての特産品にしていこうということで、それなりに可能な範囲の中で頑張ってい

るわけであります。
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それから、ローズカントリーのことで大変ありがとうございました。ブルガリアまで

やって勉強させるということでありがたいことですけれども、これはもう十数年前から

やっている、ローズカントリーが設置され、そしてそこでいろいろと研究しながらやって

きているわけであります。

当初は、東京にある日本でも有数の京成バラ園に毎年のように職員を派遣して研修させ

てまいりました。そして、ことし初めてバラまつりというのを開催したのですけれども、

その期間中に五千数百人おいでになったということで、これはほとんど町費を投入しな

い、大きなイベントもしない、ただバラまつりだということで宣伝して五千数百名の方が

おいでになってくださったということであります。そういう意味で、非常に今浸透しつつ

ありましすので、来年度からは写真コンテスト、バラとモデルの人をお願いして、そうい

うものをやるとか、できたらミスバラ、ミスローズといいますか、そういうものもやりま

して盛り上げると非常に成果が上がるのではないかと。新幹線時代に必ずおいでになった

方が、そこに立ち寄っていろいろと鑑賞しながら、七戸の町の観光スポットになるのでは

ないかという思いをいたしております。そういう意味では、これからもいろいろと予算等

についても御理解いただきながら御支援を賜りたいと思います。

以上であります。

○委員長（瀬川左一君） ほかにありませんか。

１１番委員。

○委員（川村三十三君） 農業に大変力を入れていることはよくわかりましたが、前にも

私質問したことがありますが、この備考に書いてあるのが物すごく多いですね。補助対象

が。これは係の方も大変でしょう。項目ごとに帳簿があるのでしょう。１冊ごとに。それ

よりも、例えば水稲部門だとか、蔬菜部門だとか、ニンニク部門だとか、こういうように

大きく分けておいて、その中に補助金を投入するというようなことは事務上楽になるので

はないのかなと思って。私が見るのも大変です。見れません。それが一つです。

次に、バラの話が出ましたから、私もリンドウの話に戻ります。

バラとリンドウというのは、これは福士孝衛町長のキャッチフレーズでした。たまに揺

れまして、リンドウが先になってバラが後になったりしまいた。本人も忘れたかどうかわ

からないけれども、これがひっくり返ったりしたことがあるのですが、いずれにしてもリ

ンドウの助成金。しかし、リンドウも驚いたものですね。これだけしか補助金がなくなっ

た。ですから、バラは日本一にするとかという話でしたが、あれは日本一にはなれない。

あなたの在任時代には日本一になれない。日本一のバラ園がどこにあるかということを私

は指摘をしたことがあるのですが、行ったことも私はありませんが、近くまでは行きまし

たけれども、あれくらいの経費をかけて日本一には絶対になりません。

それに、あなたは道半ばにして来年勇退するわけですから、その後の政治手法をきちん

と後継者に植えつけない限りは、日本一どころか青森県一にもなれないと思います。まし

てや、ミスバラとかミスローズとかいうような夢みたいな話でしょう。しかし、希望は高



－ 35 －

く持ったほうがいいですね。いんせいを引くなら引いて、バラのために頑張っていただけ

ればなと思っていますが、町でリンドウを売り出すのであれば、リンドウにもっと力を入

れるべきだと思います。このごろだんだんリンドウの花も見えなくなりました。一時、あ

の紫から赤にしたり白にしたりするというようなことが出たわけですが、それすらもあり

ませんでした。

三つ目、私は前にも言いましたが、長芋のつるの処理。秋掘りの長芋のつるの処理、そ

の後、農林課長どうなっているでしょう。中部の議会でやったら、大体そのつるを切断し

て焼却炉に入れる機械が１億数千万かかると言いましたが、私はそんなにかけなくてもい

いと。十和田の農機具のあの方、非常に発明家ですから、あそこに行くともっと安くでき

る。切れればいいわけですから。あとは、焼却炉のほうのことだけが問題になるわけです

が、長芋とニンニクの町だと言っている、東北町と一緒になってやれば、もしかして六ヶ

所あたり、十和田市あたりと組んでやれば、秋掘りの長芋のつる処理はできると。ここだ

けでも１００万ぐらいの金を出してあるのでしょう。そういう連携をとりながら、農家の

経費を抑えてほしいと思うのですよね。春掘りは何も関係ありません。葉っぱがついてい

ませんからそのまま処理できるわけです。ただ、秋掘りの場合には葉っぱがまだ枯れない

状態であるものですから、それはやらなければいけないだろうと思います。その辺のとこ

ろ、農林課長、その後どのように研究されたのかお知らせいただければと思っています。

以上、３点お尋ねします。

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えします。

まず最初に、項目が結構多いということで、種別に区分したらどうかということですけ

れども、実は事業費によって、その事業で積算して予算を計上している状態でございます

ので、私個人のあれですけれども、例えば水稲なら水稲、野菜なら野菜ということで、項

目はこれで区分するといいますか、そういうふうな関係なら可能ではないかと思っており

ます。

その次、リンドウ苗の助成の関係でございますけれども、これにつきましては八甲田農

協さんのほうでリンドウを置いている農家、４戸ですけれども、それに対するリンドウの

エフワンという苗みたいですけれども、その助成を行っておりまして、町ではその事業費

の１０％の助成ということでこの額になっております。

また、長芋のつるにつきましては、これは去年から結構話題になっておりましたけれど

も、実は廃プラスチック協議会のほうでこの長芋のつるの関係も結構協議いたしましたけ

れども、今のところ秋掘りについては回収して堆積して腐植させる。それから、春掘りに

ついてはネットを張ったままその状態にしておきまして、春に掘り取りするときは撤去す

ると、そういうふうな感じに持っています。

また、さらに県といたしましても、事業として長芋の生分解性のネットを、実は単価そ

のもの大きく需要がないと言えばちょっとあれですけれども、また復帰したみたいで、
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ネットを個々にすれば通常のネットより１０倍ぐらいの価格がするということで、そちら

のほうでも農家さんとしても手を出せないのかなと。

それで、県といたしましても、今、実証法で実際に生分解性のネットを使ってどういう

ふうな状況になるのかということの試験を行っている最中でございます。対応としては、

昨年と同じみたいな感じで現在も進んでおります。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） 合併後これから事務職員の定数も減っていくわけですから、事

務処理に今の方々はパソコンなんかを持っていますから、私は全然やれませんけれども、

そんなもので分類すればもっともっと簡素化できるだろうと思っているので、あえて申し

上げたのです。

それから、リンドウについて、今はたった４戸しか栽培していないのか。エフワンのも

のについてはそうだということですか。私、全然わかりません。リンドウのことについて

はどれぐらいやっているかわかりません。ただ、やはり仲間が多くなければ出荷に相当な

経費がかかるであろうということを心配するわけです。つくったはいいが、ごく少数のも

のであれば出荷に要する経費というのは多くかかるであろうということは予想されるか

ら、私はあえて言っている。もし町が継続してリンドウの町にしたい、バラの町にしたい

というのであれば、継続的にやるべきだろうと思うのです。エフワンなどというのは遺伝

学上の言葉だろうと思うのですけれども、それはどういう色を出すためにエフワンを使っ

ているか私はわかりませんが、いずれにしても成功するような町の行政を推し進めてほし

いなと思っているわけです。

１０分の１の補助金だそうでございますけれども、こんなに少なくなったのかなと思う

と、何となくリンドウの色ではありませんけれども、紫色に寂しさを覚えるこのごろでご

ざいますだけに、どうぞもっと力を入れてやってくださるようにお願い申し上げたい。

ネットについては、今のところそうやるという進歩も何もない。夢も希望も今のところ

はないですね。これからの秋掘りにおいても大変なことだろうと思います。再度聞きま

す。

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） リンドウ苗の助成、先ほど４戸ということで申しましたけれ

ども、これは１９年度に助成した戸数でございます。

それで、栽培しているのは、ちょっと書類はございませんけれども、伺っているのであ

れば１０戸ちょっとぐらいの戸数だということで聞いております。

それと、長芋のつるの処理ですけれども、先ほども申しましたけれども、協議会等でも

何度となく話をしても、現在の対応はそれしかないのではないかと。

それで、先ほど中部のごみ処理センターですか、ボイラーの関係の話が出ましたけれど

も、実は昨年度あそこで試験的にやってみようかという話もあったことがございます。た

だし、中部の担当のほうで一切長芋のつる関係はだめだということで、この実験をやめた
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経緯がございます。だから、今現在のところ中部では対応はできないだろうというふうに

考えております。

○委員長（瀬川左一君） ほかにありませんか。

２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） 長芋のつるなのですが、先ほど農林課長が秋掘りは堆積して腐

食させると、こういうふうに言いました。これは長芋のつるは腐食されるのですが、長芋

のネットも腐食するのですか。

○委員長（瀬川左一君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 秋掘りにつきまして、堆積して腐食させるということは、

ネットそのものが今はビニール製といいますか、ナイロンのネットが主に使用されており

ますけれども、堆積して腐食させるというのが長芋の葉っぱとつるの関係でございまし

て、腐食した後にネットを取り出して廃プラのほうに出してもらうというふうな流れに

なっております。

○委員長（瀬川左一君） ほかにありませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次に、１０２ページ６款１項１０目畜産業費から、１０８ペー

ジ６款２項５目小規模治山事業費まで発言を許します。

５番委員。

○委員（田嶋弘一君） １０３ページ、十和田地区食肉処理事業組合負担金、これは私、

派遣議員で行っているのですけれども、旧天間ではなかった事業だったのです。ところ

が、私、そこの食肉センターとは２０年ぐらいのおつき合いがあるのですけれども、ふと

思うことがこの負担金７２６万８,０００円、出さないと牛を屠殺できないのかなとか、

そういう弊害が別にないと思うのですけれども。それで、今、組合のほうでは、これは屠

殺する業者にお願いして、町とかそういう負担金をなくして撤退したらいいのではないか

という話まで出ているのですけれども、できれば私、町長にもうこれを納めないで、生産

者独自に任せるような体制をとったほうが我々も負担しないで済むように思うのですけれ

ども、これは町長、勇退ということで、来年度のことについてはどうもできないのですけ

れども、できたらその意向を十和田地区食肉センターのほうに二、三日中に負担金を納め

ないと、その場合は別に七戸町の畜産農家の牛を屠殺しないということはないと思うので

すよ。できれば、あの食肉センターは民営化にしていただくような形をとったほうが、私

はこの負担金を納めないで済むように思うのですけれども、これは我が町のほうから出し

ていかないといつになっても七百二十数万の金は納めなければならないような状況になっ

ていくと思うのですけれども、これは派遣議員でこんな話をされないのかなと思うのだけ

れども、その辺、町長の考えはどういうふうに考えていますか。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。
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田嶋委員、派遣議員として議会等でいろいろ発言する機会があろうかと思いますので、

ぜひその辺を積極的に声高々に提言していただきたいと思います。

それはそれとして、この組合に入っている以上、納めないということはできないという

ことであります。納めなければ強制執行か何かをされても取られるということになります

ので、これはもう不可能であります。ただ、おっしゃるように、指定管理とか民営化とか

というのは、方法によっては可能なのかもしれません。しかし、そうしたからといって負

担金をしなくてもやっていけるという状況になるのかどうか、その辺も非常に検討してみ

なければならないということでありますので、ぜひ議会では、私はもう来年の議会という

わけにはいかないと思いますけれども、多いにその辺は主張して、そういう方向になるよ

うに頑張ってくださるようにお願いしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次、１０８ページ７款１項１目商工総務費から、１１２ページ

７款１項６目観光施設管理費まで発言を許します。

２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） １０９ページの商工業振興策についてと、それから１１１ペー

ジの商店街活性化推進費ということについてお伺いいたします。

きのう町長は、商店街が活性化し、地元の販売事業、イベントなどに補助し、ポイント

カードなども補助して一定の成果が上がったと。さらに、商店街の空き店舗対策にも大き

な成果を上げているというふうに述べました。

それで、私は、例えば今の商工業振興策とか、あるいはこちらのほうの商店街活性化推

進費を見たときに、空き店舗対策に対してお金をどこに支出したのが書いてあるか、私は

わからないのですよね。だから、空き店舗対策には一定の成果があったと言いますが、お

金が出ないで成果があったのか。総合的な対策でやったのかもしれませんが、私はこの空

き店舗対策に対する対策、どういうものを立ててやったかということがわからないという

ことで、それをひとつ質問したいということです。

それからもう一つは、商工業振興費と言いますが、商のほうは幾らか見えるのですが、

工業の、あるいは製造業の振興の対策はどういうことがやられているのか。その辺につい

ても御説明をいただきたいと、こういうふうに思いますが、町長お願いいたします。

○委員長（瀬川左一君） 商工観光課長。

○商工観光課長（米内山敬司君） それでは、２番委員にお答えします。

まず、１０９ページのほうでございますが、イベント開催事業費補助金１３０万５,０

００円ですが、これは七戸町の商店街協同組合のほうに補助しているものでございます。

イベントの内容につきましては、夏のお客様感謝デーということで、それとイベント広場

音楽祭、また、冬場にはレシートラリーまたは景気まつり等と行っているところでござい

ます。
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次に、その下の地元購買促進事業費補助金の２２６万８,０００円ですが、これは七戸

商店街協同組合のほうに補助しているものでございます。この中では、いわゆるポイント

カードを集めてタクシー券と交換するとか、あと町内のお米券と交換するとか、年末歳末

の売り出し等によるポイントの４倍セールとか１０倍セールとか、ガソリン交換券とか、

いろいろそういうものをポイントカードを通して地元の購買の促進を図っているところで

ございます。

次に、空き店舗の関係でございますが、これは７０万というのは商工会のほうにお金を

出しているところでございます。昨年度は全部で８０万円ほど事業費としてかかってござ

いますけれども、残りの部分につきましては商工会のほうからもお金を出して、それで町

の駅の管理運営に当たっているところでございます。

以上でございます。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

そういうことで、町でも商工会の補助金の中から出しているということでありますの

で、御理解いただきたいと思います。

なお、この施設については、道の駅の株式会社物産協会ですか、そこが経営をしている

ということでありますので、そしてきのうも申し上げましたけれども、コミュニティーバ

スの停留所としても利用させていただいている。そのことによって、シルバーの方々がそ

こで休憩したり、いろいろ利便性が図られているということであります。

また、製造業というお話でございますけれども、製造業については特段町で補助金を出

していません。ただ、融資制度を活用して、それなりに資金繰り等については、町のほう

でもそれなりの制度にのっとって支援しているというのがございますので、そういうこと

で御理解いただきたいと思っております。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） 私は、何回も商店街のことを話をしているのは、新幹線の駅が

できてイオンが進出する。この前の研修のときにくりこま高原の隣にイオンが出ているわ

けです。それをしっかり研修してきて感じたことを率直に申しますと、まず栗駒高原のイ

オンというのは大変地域の人たちが買い物をしやすいようにできているわけです。広い空

間にたくさんの人が集まるようになっているし、お年寄りもゆっくり買い物できるよう

に、広いとお年寄りが歩きにくいからベンチがきちんと配置されているし、すばらしい買

い物の場所になっているわけです。そして、駐車場は１,２００台で、立地条件は車で２

０分の距離に７万人から８万人の人口があればいいというのです。ここもそうだというふ

うにイオンの方が言っていました。ああいう店が駅前にできたら、七戸の商店街は血の一

滴まで流されていくと、そういう感じを私は物すごい危機を感じたわけです。

そして、イオンの人と話をしても、私は非常に問題だなと思ったのは、あの時点でどの

程度の店舗にするか、内容を、どういう店を出すかということについては一切説明しな
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い。自分たちで決めてやるということで、町の人たちと協力してイオンを発展させると

か、そういう気は全然ないなということがわかりました。そして、なおかつ、くりこま高

原、高原といってもあそこは水田なのですが、そのくりこま高原の駅にいろいろな建物が

あるのですが、大したことがない、全部こっちに移っているのですよね。私は、そういう

ことから考えていくと、七戸町の商店街、町に本当にお年寄りが残るわけですよね。その

お年寄りが安心して歩いて買い物ができる町になっていくのか。お年寄りが安心して快適

に暮らせる町にしていかなければならない。だから、今、七戸病院を改築してやっている

というのは大賛成です。あそこに医者を見つけてあそこに患者が来れば、それはそれで人

が絶対集まっていくわけですから、だから私は例えば空き店舗対策として、町の駅をやっ

ていると。でも、空き店舗ががっぽりあるのですよ。田清だなんて何階建てというのが空

き店舗になっているわけでしょう。だから、ああいう中で七戸町のあの既存商店街をどう

いうふうなビジョンでつくっていこうとしているのか、そこがなかなか見えない。

きのうも私は町長に、再三町の行政当局と商工会とが一緒になってそれを考える組織を

つくるべきでないかということを盛んに強調しているけれども、答弁が全然出てこない。

そこをやるとも言わない完全にこれは無視されているなと、私はそこについては思うので

すが、七戸町の将来の危険を本当に強く感じるから、何とかして住みよい七戸町をつくる

ためには、もっとこれからのビジョンというのをしっかりしたものをつくらなければなら

ない。そのためには、どうしても行政と商工会なり町の人と力を合わせたきちっとしたビ

ジョンをつくらなければならない。長期総合計画のみでも、文書は全く立派なものですよ

ね。しかし、実際は何もやっていないのではないかと、そういう感じをまず持つわけで

す。この辺について、町長はどうお考えでしょうか。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） それでは、佐々木委員にお答えを申し上げます。

まず初めに、くりこま高原駅の駅前の話ですけれども、高原と言いながら田んぼだとい

うお話でした。もう少し勉強すればすぐわかると思ったのですけれども、そこの部分を注

釈したいと思います。

あそこには前から栗駒町という町がありました。そして裏側に八甲田のような栗駒岳と

いうのがありまして、その山の裏側のほうが、秋田寄りのほうは高原だということであり

ます。そして、この前、大地震で温泉がつぶれて非常に犠牲者が出た。それも高原のほう

にある観光地ということになりますけれども、非常に有名な観光地だったということで

す。それで、駅名もくりこま高原駅ということでつけたと私はお話を伺っています。とい

うことで、田んぼではなくて、山の向こうに高原があって、それをつけたということです

ので、御理解いただきたいと思います。

また、大変すばらしいイオンの店舗が、お客様を引きつけるような店舗があるというこ

とで、私はそれを見たことありませんけれども、そういう形で努力をしてイオンが自分の

業績を伸ばそうとしているというのは、これはもう明らかであります。七戸の駅前に出店
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するイオンの施設等も、それにもまさるとも劣らないものができるだろうというふうに

思っています。

そうなると、さらに七戸町の旧商店街はいろいろな意味で影響を受け、そして先ほど委

員がおっしゃるように大変な状況になるだろうということを想像させるわけであります。

しかし、委員もお話になっておりますように、高齢者の方々が歩いていって、そしていろ

いろ買い物をして快適に暮らせるというのは、すぐそばにそういう商店街があるというの

が非常に大事なわけであります。そういう意味で、そういう人をターゲットにしてあの商

店街がいろいろと努力をしていかなければならないだろうと、そういうことは感じるわけ

であります。

だから、そういう一つの方向性を持って頑張るということであれば、町としてもそれに

対してはそれなりの対応をしていく、助成をしていくというのは我々が今までに何年間も

言い続けてきました。しかし、一向にそういう努力をしようという気配がないといいます

か、見えてこないというのも現実であります。また、田清の問題につきましても、あれも

あそこの商店街の商店協同組合、あそこで買ってくれれば、それに改造をして自分たちが

商店その他を開いてそれなりに活用したいということで、我々もそういうつもりでいろい

ろ検討しました。そしてやりましたら、何と買ってくれというそこで、商店街ですからい

ろいろそういう状況にあるのかと思ったら、そこの主人は何で人の店をあなた方は売ると

か買うというのよ、これはおれのだから手をつけるなということになって、それでおじゃ

んになった、こういうこともあるわけであります。

そういうこと等もありまして、本当に町の商工会、商店街、そして商店の皆さんにやる

気があるのかないのか、その辺は非常に私は疑問に思っています。何回も事あるごとに私

はやる気合いを持ってくださいと、そして頑張る姿勢を示してくださいということを申し

上げておりますけれども、だからといって我々が手をこまねいているわけではありません

けれども、我々もそれなりに、きのうも申し上げました蔵の町とかそういうものをやろう

としたり、それからいろいろなイベント等についても助成をしながらやってきているわけ

ですので、そういう意味ではさらに一層商店街の皆さん、そして商工会の皆さんにそれな

りの方向性を持って頑張る姿勢を示していただきたい。それによっては、それなりにしっ

かりと対応していくということですので、佐々木委員ももう少し商工会の皆さんとか商店

街の皆さんにその辺を指導してくださって、そして頑張れるような体制をとっていただけ

ますように、心からお願いをして答弁にかえさせていただきます。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） 私は去年から町長さんとこの辺のことで話をしてあれなのです

が、町長さんは町の人の努力する気配が見れない、こういうふうにまず言うわけです。行

政のお金だけでやるというのはだめだと、それはまず私もそのとおりだと思うのです。し

かし、本当に町の人が町をよくする努力をする気配がないだろうか。もしかしたら、町長

さんには見えないのではないかというふうにも考えたりするのですよ。
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例えば、町民の暮らしが大変な中でも、七戸まつりに山車を１７台も出して、各町内の

コミュニティがしっかりやって取り組んでいる、ああいうふうな町の姿に努力する気配が

見えないというふうには、私には感じられないのです。だから、この町のみんなが努力す

る気配と行政が努力する気配が何かぶつからないかと。それを町長さんは何の気配もない

と、だから今のところは予算もつけられないし、考えているというふうに聞こえるので

す。だから、町の人が努力する気配と町長さんとぶつからないかと思うのです。

町長は、信頼あるすごくいいことをおっしゃっているのです。町の努力する気配と行政

を何か結びつけて、そこに何かをつくるために何かを取り組む必要があると。もちろん天

間農協と七戸農協が一緒になるとか、そういうことも含めてなのですが、町長さんの話を

聞いていれば町のほうはやる気がないから行政もというふうに聞こえるのですよね。その

辺どうですか。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 私も秋まつり等を見て、七戸の町は本当に底力のある町だなとい

う思いは常にしております。あの情熱はすごいものだというふうに考えています。

ただ、さっき申し上げましたのは、質問の趣旨もそうだったと思いますけれども、あの

商店街をどうするかということの質問だったから、私、そういうふうなお話をしたわけ

で、町そのものは物すごい底力のある町だと。新幹線の駅もできるし、これはとてつもな

く大きな力を発揮するだろうとは思っています。

ただ、あそこの商店街については、さっきも申し上げましたように、いろいろイベント

のための補助金等をかなり多額に出しているわけであります。それでもなおかつそれ以上

の熱意が感じない。５出したら１０ぐらいの熱意がはね返ってくるのであればいいのです

けれども、５は５で終わってしまうという状況なわけです。そういう意味で、非常に私も

残念だなという思いをしているということを申し上げました。

また、中には、チャレンジ精神でいろいろなものを展示したり、イベントをしたりし

て、それなりに成果を上げているのですけれども、そこにずっと昔からいる商店街の皆さ

んは、余りそれに対して協力して賛同してくれないような状況があります。一つを申し上

げますけれども、老人クラブでイベント広場を使ってあそこで盆踊り大会をやっていま

す。ところが、老人クラブで集まった人は二、三十人集まってその周辺の商店街の皆さん

も、電気を８時ごろになれば全部消して、そして観客としても１人も出てこないという、

そういう状況もあるわけであります。そういうことではなくて、何かイベントをしたら周

囲の人がみな集まって、そして応援をして盛り上げて町の活気を造成する、そういうこと

等もあってもいいのではないかという、端的に言うのも、私、問題があるかと思いますけ

れども、そういう面もあるということです。

そういうことで、一つさっきも申し上げましたけれども、委員もそういう一説してこう

いう状況だとよくわかっていると思いますので、生き残れるのは委員がおっしゃるよう

に、年寄りがげたを履いて行って買い物をして快適に暮らせるまちづくりが一番大事だと
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今私も思っていますので、そういう方向でお年寄りの皆さんが快適に住めるような店づく

りをしたり、お客さんを呼び込むいろいろな方策をしてもらえるように、商店街そのもの

が努力してくださるように、まず指導をしたりいろいろそういう熱意を喚起するように、

ひとつ努力をしていただきたいと思います。我々もそういう面ではそういうふうにお話は

していますので、町でもそういう気持ちだからあなた方もやればいい、町長はばかだから

何でもやるからやれと、そういうふうなお話をして進めていただきたいと、そういうふう

に思います。

以上であります。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） 町長は去年こういうことを言っているのです。何事も構成なく

して信頼は生まれず。信頼なしに想像と協調へつながる進歩・発展の道は開かれない。町

の商店街の人たちを信頼して想像と強調が開かれるのではないかと。

そこで町長、もう１回聞きますが、あの町づくりをするために行政と町民の考えが一緒

になって町づくりのビジョンをつくるという組織をつくって町づくりに取り組む、それは

どうですか。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

おっしゃる意味もわかります。そうして頑張っていくというのも大変重要なことだと

思っています。

ただ、御承知のように、あそこには商工会もあります。商店会もある。それから地方商

店会というのもある。その皆さんがそこでいろいろ自分で一番体で感じていることですか

ら、そういうものをそういう組織の中でぜひこういうふうに示すよと。そして、１人でも

多くお客さんを呼び込もうと、そういうふうな発想ができないはずはない。それを町に提

言をしていただきたい。要請をしていただきたい。私はそういう思いであります。

ただ、それを町長も代表を入れて、こうすればよい、ああすればよいということも大事

ですけれども、ほとんどが中心街の方々は女性フォーラムと言います。

そこでもいろいろ町のことについて、女性の感性でいろいろなことを提言してくださって

いるわけであります。そういうことでひとつ、そういう組織も活用したり、活動したりし

ている。何かあったときは商店の皆さんも出席していただきたい。町で私も町政座談会等

を開いても、あの通りからほとんど出席者がないわけであります。本当は出てきて、こう

あってもらいたいとかこうしてもらいたいとかそういう意見を聞きたいのですけれども、

全然出てこないというのが現状であります。

それに対してどう手を打てばいいのかですが、私も非常にその辺は苦慮していますけれ

ども、それでもなおかつ私はあの通りは七戸の顔だと何回も言っています。あの顔が活力

を出して笑顔にならない限り、本当の意味での町の笑顔はないだろうという意味を持って

いるわけであります。１０年も前からそのことを話してきました。そういう意味で、今で
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もそう思っていますので、委員の皆さんとともにその辺の知恵を出して、ひとつ頑張って

いきたいというふうに思っています。

任期はわずかですけれども、わずかな期間に何とか方向性を出したいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

１４番。

○委員（田島政義君） 私はしゃべる気はなかったのですが、町長が余りにも商工会側の

ことをそこまで言うのであれば黙っていられないのですよ。

残りが少ないから、私は余り言う気はなかったのですが、きのうは副町長がイオンが誘

致企業の一つだという発言をしたり、あなたは田清の跡地を我々が買うとか、あなたは選

挙公約で田清の跡地を買ってゲートボール場にするとか、それで１回、松本委員にも１回

七戸のとき言われてあるでしょう。これはちゃんといますから、ですからそういうのを言

う気もないのですが、余りにも商工会の……。

○委員長（瀬川左一君） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時１７分

再開 午後 ２時１８分

○委員長（瀬川左一君） 休憩を取り消して会議を開きます。

発言は、委員長を通してからお願いします。

○委員（田島政義君） 私のほうでは、商工会はいろいろな町の施策が出てきたものに、

我々で会議を開いて一生懸命やろうとしているわけですよ。一生懸命さがないというさっ

きの発言ですので、私はいろいろな意味で、確かに補助金もいただいています。いろいろ

なものをもらっています。だけど、我々も蔵の町の場合でも盛喜さんをどうするか、町で

も取得してほしいとかいろいろなアイディアも。

さっき２番委員が言うように、町側のその担当、プロジェクトをつくってくださいと、

そういうお願いも合併前も言いました。そういうのも言ってあります。商工会の理事が３

人いますよ。そういう形の中でいろいろやって、いろいろな話をしている。余り七戸の話

をすると、旧天間の委員の方もいますから言いたくはないのですが、ただ本当にそういう

意味では、我々は手をこまねいていたわけではないのです。いろいろな行事があれば、み

んなない金を出して商店街はいろいろなイベントで金を取られるわけですよ。でも、それ

を減らしてでもいろいろな意味でやってきているわけです。かなりそういう努力はしてい

る。結局、赤字がわかっていても、ですから私はいつも町で購入するときは、少なくても

１割ぐらいはもうけさせてくださいというのはそこなのです。私が言っているのは。我々

は原価だって、町が納めろと言えば納めるのですよ。だから私は入札問題でもきつく言う

のはそこなのです。だんだん我々も力がなくなってきているのですよ。頑張ろうとして

も。多大な借金をしようと思っても、我々の組合一つといっても、結局、区画整理事業が

始まると借金している土地だってただでとられるわけですから、それでもみんな商店街は
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しようがないと、協力しなければいけないということで、みんな我慢してある借金をみん

な払っているのです。

ですから町長言うように、頑張りが足りないと言うけれども、頑張っているのだけれど

ももう少し、２番委員が言うように、商店街、また役場側ともっとコミュニケーションが

必要なのかなと、私はそう思っています。ですから、そういう意味で、これからもいろい

ろな意味で来年度の予算を組む場合でも、もう一つについても、夏まつりのイベント、

我々は中日のイベントをやろうとしても、商店街の活性化をやろう、中日のイベントをや

るお金がない。町長が来て言いました。七高に幾らくれているということで、はずかしく

て決算書も見せられなかった。イベントの費用がない、１０万か２５万しか。だけどそれ

を工面して、七高が人数５００人来たら５万円で、あとの神楽には３万円とか、保育所に

は２万円とか、そうやってやるもので一生懸命我々は頑張って、天間みたいにホワイトバ

トルなり３００万やると２５０万ですか、半分は県から補助金で町が１３０万持ち出すと

か、みよこまつりみたいに歌手に百何十万払うとか、前は３００万払うとか２００万払う

とか、そういうのが一切ないのです、うちは。集めるというと商店街から集めて我々がイ

ベントを組まなければだめですから、その辺も町長ちゃんとわかってくださいよ。本当に

我々も頑張ろうとしているのです。そこだけ、予算を組んでからやめると思うので、その

辺を踏まえて何とかいい予算をくださって頑張らせてください。頑張れますから、我々商

店街も。よろしくお願いします。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 田嶋委員にお答えを申し上げます。

私は、商工会は頑張っていないということは申しません。さっき申し上げたのは、あの

辺の商店街の皆さんにということでお話ししたわけですので。

当初の答弁のときには、七戸はすごい底力のある町だということを申し上げています。

だから、新幹線の駅でもできると莫大な力が発揮されて、大きな発展をするだろうという

ことも申し上げています。その中で、商工会も皆さん入っていますけれども、ただ、佐々

木委員は、あの商店街がどうとかということだから、商店街のあそこの部分についてもう

少し元気を出してくださいということを言っているわけです。それを全部広げて言うとい

うのは、まさにおかしい話だと思います。

そういう意味では、あの商店街に商工会を通しながらでも、何百万といういろいろなイ

ベント等で活性化を図るための補助金を出しているということも申し上げているわけで

す。だから、そういう意味で、これからは商工会とか商店会とか、あそこの通りの人と協

議をして、どういう方向性を出して快適にお年寄りの皆さんがそこで生活できるようなも

のにするかということで検討してくださいということをお話ししています。商工会がやら

ないとかどうとかと一切申し上げたつもりはありません。

それから、田清を買ってあれを何とかして、一切公約とか言ったことはありません。た

だ、１回選挙のときの立ち会いの話し合いの中で、いろいろこういうふうにするというア
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イディアが、こういうふうに利用したいということで、私は全然そこまでは考えていませ

んでしたけれども、そのとき私は個人的にはあれはこうしてこうしたほうがいいと思う

と、それだけしか言っていません。それは公約ではなくて、個人的に言ったということ

で、そんなものはないですよ。

そういうこと等もあって、私はあそこの商店街の皆さんにもう少し元気を出して頑張る

力を発揮していただきたいということをお願いしているわけで、私はさっき申し上げまし

たけれども、あそこは七戸の町の顔だと、あそこに笑顔が戻らない限り七戸全体の町の笑

顔という本当の意味の笑顔はないということまで話をしているわけです。今までもずっと

あそこは七戸の顔だ、そしてあそこを元気にしなければならない。どうすればいいかとい

うことで皆さんともやって、七戸のあれも私が提言してやるようにした、そういうものも

やったり、それからジャンボケーキまつりとか、ああいうのも新たにつくったものです

よ。それから何回も提言していました。氷を各店舗で一つずつ買って、２,０００円か３,

０００円で１メーター四方ぐらい買えるのだから、各店舗に置いて、幾らも出さなくても

いいから来たお客さんにのみで削らせて氷まつりをやるように、そういうことをやったら

いいかとか、それから雪まつりのこともやったのですよ。そのころ、青森県ではそういう

イベントをすれば２００万の補助金を出す。まつりも２００万出して、それでやれるとい

う、それまで説明してやったらどうかということを何回言っても一切乗ってこなかったと

いう経緯もあります。そういうこと等もありますので、元気がないなという思いをしてい

るということを率直に申し上げたわけですから。

皆さんもひとつ、元気のないところに元気をつけるように側面から指導して頑張らせて

ください。そのことによって、我々もそれに対応してしっかりとやっていきますので。そ

ういうことでありますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） １４番委員。

○委員（田島政義君） ただ、町長、これだけはわかってください。これは副町長にもわ

かってほしい。

やはり通り、後継者がどのぐらいあって店を続けられるか、あそこの場所においてどっ

ちかに移って店をそっちに構えているとか、そういう店の把握も行政がしなければならな

い。それも私はお願いしたい。そうでないと、店が並んでいたからといって、跡取りがい

ない、倒産している。今度、我々も頑張りますから、私も通りの１人ですから、東大町に

もいますが、向こうでもやっていますので、そういう一つのパターンがありますので、そ

れも町側は理解しながらお互いのことで膝を交えてやらない限り、商店街が多いのか住宅

が多いのかというぐらい、だけど今の生き残っている、夜だって７時まで開いている店は

２軒か３軒しかない、うちを含めて。何のイベントをやろうとしても、あの多額なイベン

ト広場をああいうふうにして、あそこで何かイベントをやろうということでみんな頑張っ

ているわけですから、それは町長のいろいろな補助金のおかげでそれをやっていますの

で、ただ今言った空き店舗になっている旧店屋で後継者がない、それは天間地区でも同じ
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だと思います。そういうものでもう１回商店街を取り戻すためには、だから町の利益をつ

ぶさないで何とか補助金をいただいてというのも、町長が理解してそれに補助金を出して

くれて、商工会も１０万円出して８０万ですか、そういう形で今運用して、だけど予算が

ないから大体４時過ぎると人通りがなくなるから、３時か４時でぱっと終わって閉めると

か、苦肉の策でも人の来る時間帯だけを、何とかそこを開けていろいろな野菜も置いてい

ただいてという。

ただ、さっき２番委員言うように、イオンが来ると、もう我々がどう対処するのかとい

う、そういうのを考えているのです。ですから、そこの把握の部分も考えながら役場の

方々と町長の言葉を大事にして、これからも一生懸命対策を練っていきますので、商店

街、また下町、小川町、中央あの辺の方々にも、商工会の理事会では今のことを話して、

どうしたらいいのかということを再度商工会の役員会でも通りのことについて、予算も

いっぱいくれるようですから、頑張りますのでひとつよろしくどうぞお願いします。

○委員長（瀬川左一君） 発言中は静粛にお願いします。

１２番委員。

○委員（松本祐一君） 今の商店街活性化のことですけれども、私も商工会、商店街の役

員で、再三再四のことを町長にお願いしてきました。でも、やっぱり町長と見解の相違が

あるのです。町長は下からいっぱいいいアイディアを出していきなさい、いいものは補助

金を出してあげますよ。何回か出したのですけれども、知恵を出して上げていくのですけ

れども却下されたこともあります。

そういうことで、さっき佐々木委員もおっしゃっていますけれども、私の見解というの

は２６０人いる職員、優秀な職員、今減って２３０人ぐらいでしょうか、その人たちが町

の振興策を考えて提示してもいいと思うのです。我々商工業者も自助努力の域を超えてし

まったのですよ。だから、公的資金を投入してもおかしくないのではなかと何回もしゃ

べってきました。

ちょっと大きな話になりますけれども、今のサブプライムの問題だって、ようやく今に

なってアメリカの銀行のＦＲＢが金融住宅公社に税金を投入すると決まったでしょう。そ

ういうことなのですよ。大きなスパンで考えれば、大きな地域で考えれば、私は商店街に

先ほどから町の顔だと言っている方が、今投入しても何らおかしくないと思います。だか

ら、そこが私、町長の見解の大きな違いだと。下から上げていきなさい、また私だったら

上から下げてこれをやりなさいというのが、私はトップの方の判断だと思います。その辺

の見解をお願いします。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 松本委員にお答えを申し上げます。

見解の相違だということですけれども、全く私は相違があります。今、商店街、あそこ

は大変な状況になるというのは私もよく見ています。あそこを何回もどうなっているのか

ということで、１カ月に１回や２回は通って見てます。あそこを歩いている通行人はほと
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んどいないという状況です。それを見ながら、私も本当に寒気がするほど残念な思いをし

ております。

そういうことで、大変な状況だというのはわかりますけれども、そこに公的資金を投入

すべきだということで、できれば何でもやりたいという思いがあるのですけれども、それ

以上に農業が今大変です。限界集落というのがあります。もう生活が全然できないという

状況の何ともできないような集落もたくさんあるわけであります。それをどうするかとい

うことにもなるわけであります。それから、失業して困って食べるのも大変な状況の皆さ

んもいるわけです。そういう人をどうするかということもあるわけです。

行政は、単にそこだけやればいいというものではなくて、行政はすべてを公平に対応し

なければならないというのが行政のあるべき姿なわけであります。そういうこと等も考え

ながら判断していかなければならない。そして、町でこれだけの金をやるから何とかしろ

とやって、そしてその方々はその金がなくなったらどうしますか。そういうこと等も考え

て、下から我々はこういうことをやって必死に頑張っていくと、そういう姿勢があれば、

よし、それでやろうかということにもなるわけであります。

それから、よく田んぼとか土地区画整理事業なんてやっているのですけれども、あの区

画整理事業をするのにはそこに組合をつくってぜひやってもらいたいと。そして、今は大

分少なくなりましたけれども、３０％ぐらいの負担をすると、そういうことで進めたりし

ているわけであります。だから、そういう気持ちがそこに生まれてくるということが非常

に大事だと思います。おんぶにだっこにやるというのは、成功する確率が非常に少ないと

いうことをまず申し上げておきたいと思います。

以上です。

○委員長（瀬川左一君） １２番委員。

○委員（松本祐一君） そのうち本当に商店街は、佐々木委員の答弁にどうしようもない

と状況だと町長が答えた。だから、町長さんはもう見捨てるのかなと私はそう受けとめま

した。そして、間もなくイオンの出店が始まろうとしていますので、当初は誘致企業なん

て一言も言わなかった。町長も副町長も。私の昨年の６月の一般質問の中で、イオン出店

は誘致企業だと町長がしゃべっているのですよ。議事録を見ればわかるはずですよ。そう

いう中において、さらに今より厳しくなるのは目に見えているのですよ。そして、笊田に

あるジャスコは、町長が在任中だったと思いますけれども、１円たりとも補助金を出して

いないではないですか。それで、今のイオンが仮に開発許可を取って来た場合は、排水路

に半分の負担でしょう。協定書を見れば。どれぐらいかかるかわかりませんが、結構な額

になると思いますよ。だから、町からの出店があると、笊田のジャスコと駅前のイオンと

は全く違う。誘致企業だとはっきりおっしゃいましたから。町長はしゃべっている、去年

の６月議会の私の一般質問の中で町長はしゃべっている。イオン出店は誘致企業だと、み

ずからしゃべっている。だから、これでこの人はうんと思いました。

だから、商工会での一体化とかさっきおっしゃっていますけれども、町長は本当に商工
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会と町当局が一体化になっていると思いますか。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

いろいろ行政でも手違い等もあったりして、それを皆さんが指摘して修正をして直して

健全化していくというのが皆さんの役割でもあると思いますので、その辺は遠慮なく御指

導いただきたいと思っています。

また、商工会と行政が一体化していると思うか思わないかということですけれども、一

体化しなければならないわけです。だから、町の意向等も十分参酌しながら混同してもら

わなければならないわけですよ。それを我々にほとんど相談もなくて混同している場合も

あるわけです。我々は本当にあらっと思うときもある。そういうこともあるわけです。

それからもう一つは、天間の商工会と一日も早く一本化して、そして一つの大きな商工

会の基盤の強い商工会の視点で、この町を全体的にどうしていくかということも検討しな

ければならないということで、きのうも申し上げましたけれども、そうならなければなら

ないということであります。それで本当に行政と一体化するということになれば、それは

それで大きな力になるだろうと思っています。

私は町長になってから１回も懇談会とかそういうところに、商工会の役員会とかそうい

うところに呼ばれたことはありません。町長に来てもらって、どういう状況でどういうふ

うにしたいと思って、どういう形になっているのか、懇談会をしたいということで招待を

いただけるという期待を何回もして、何人の役員にも何で私を呼ばないのかなと。議員の

ときは二、三回あり、だから何で私を、こんなに商店街を案じて、七戸の町の顔だとあれ

ほど言っているのに、町長はどういう考えをしているのか懇談会をしたいから来てくれ

と、１回も１９年間言われたことはありません。だから、私のほうこそ阻害されているな

という思いをしています。そういうことであります。

○委員長（瀬川左一君） ８番委員。

○委員（三上正二君） 町長がさっき、商工会の役人が３人って、私もその１人ですの

で。

認識してもらいたいのはイオンのことですけれども、イオンのことでしたら私も賛成し

ました。でも、商工会の役員会の中でも、出席した委員全員で賛成でした。ただし、その

ときは誘致企業という意味ではなくて、こういう話になったのですよ。中身をしゃべる

と。どうしたって来るといえば来ると。反対したって来るときは来るんだ、来ないのなら

来ないのだ。でも、ただ何もなくて、あそこは野原みたいな形よりも、ジャスコが来るこ

とで人が集客するでしょ。確かにそれ相当になるのです。だったら、その来た人を何と

か、町に下がればすぐに城下町でもあった、柏葉公園もあるし、そういう形でミニ観光地

みたいな形にしてもらうと、そういう形で私たちも運動するしそれ期待していくしかどう

にもならないと。ただこのままいったってどんどん人がいなくなるし、町長先ほど年寄り

だけだと年寄りだけといっても年寄りだけにあそこに何軒の店があればいいか。それでも
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ならないから何とか新幹線も来れば、時間ぎりぎりで来て乗る人もあるでしょうけれど

も、１時間の時間があればそのミニ観光という形で町に下がってくる人もいると、そうい

う形のところでジャスコが来て、人が余計来たら、それになすりつけるつもりで決議をし

たのが本当の気持ちだと思います。私もそうでしたから。

それから、これは商工会の会員も、商店街の会員もほとんどダブっているのです。商工

会の役員の中には観光協会の会長もいれば、商店街の会長もいるし、いろいろな会長がみ

んな入って町一つになっている。たまたま私のように場はずれと思うけれども、農業関係

の人も入っているけれども、でもその中でも商工の婦人部でも天王のつつじまつりのとき

でもああいう形でいろいろな食事をしたり観光地巡りみたいなこともしているし、商工青

年部の一員である人たちに、七戸の食べ歩きマップみたいなものをつくってやっておりま

す。できるだけのことをやっていると思うのですよ。ただ、確かに町長が思うほどに下か

らの盛り上げが足りないかもしれない。また、実際のところ私も同じようなこと言うんだ

けども、力もなく限界あることは確かだ。でも、その中においても、この前の秋まつりで

も力合わせて行ったみたいな形で一生懸命やったのを理解して、ただ、いずれにしてみて

も、好きこのんでジャスコを誘致している気持ちではないことは確かですよ。そこだけ。

答弁は要りませんので。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

１１番委員。

○委員（川村三十三君） 町長にお願いですが、ばかな町長という言葉を撤回してくださ

い。自分でしゃべっても、私たちはばかな人間を相手に議論していることになるから、公

式記録から削除してください。あなたの名誉のためでもあるし、議会の名誉のためでもあ

るから撤回してください。今、直ちに撤回するようにしてください。それから質問をしま

す。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） さっき発言の中で、自分のことをおれはばかな町長だということ

を申し上げましたが、これは撤回させていただきたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） 議会というのは、お互いの品位と教養を戦わせる場でもあるの

ですよ。そのときに、町の行政のトップがばかだと言われたら、おれたちもばかに見られ

てしょうがない。そうではないのですよ。ばかが答弁しているのを私たちが聞いているこ

とになったらどうもならない。

そこで、七戸町には二つの商工会、町長が在職中にこの商工会、天間の商工会と七戸の

商工会を早く合併させるような方向をとってほしい。一つの町に二つの事務機関があると

いうことは、これは何かと不便です。それをぜひやってほしいと思います。

そこで担当課長に聞きますが、七戸と天間の商工会の補助金といいますか、助成金とい

いますか、７万ほどの差しかないです。この算定基準は一体何なのかということです。例
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えば、商店数でやったのか、それとも加入者数でやったのか、構成人数で、人数というの

は家族人数も含めてですよ、そういうようなものでやったのか、それとも資本力を見て配

分したのか、そこのところをお知らせいただきたい。これが一つです。

次、町長の見解が誤っていると思う高原駅について。知らない人が聞くと本当だと思う

のですよ。覚えた人が聞くと、あれは間違っていると指摘しなければならない。高原駅

は、確かに遠くに栗駒高原もありますから。しかし、あそこの高原駅というのは、周りを

全部見て田んぼですよ。私は一般質問のときにも言いましたけれども、胸像が長谷川か

佐々木のはずですが、法務大臣をやったり文部大臣をやったり、もう一つ何かの大臣を

やった人の胸像があって、その人が二つの町の政争が余りにも激しいものだからあそこへ

駅をつくったと言っているのです。そういうような由来がちゃんと書いてあるのですよ。

それはジャスコのすぐ東側のほうにあるのです。駅の向こうではないですよ。民衆駅とい

うのは東側にあるのです。西側にはイオンがあります。そちらのほうに建っているので

す。ですから、事務局担当者もいるわけですから、見てきた方は御記憶があると思うの

で、それは誤りだろうと思っていますので。ですから、政治駅であったことは確かです

よ。ですからそういうくりこま高原駅と名をつけたと、こういうことなのです。

あと、新幹線のことでしゃべりたいのですが、これは範疇外ですか。後でこれはやりま

すが、今までのところの私の指摘した一番先のそれを撤回していただきましたから、今、

町長にお願いすることは、二つの商工会の合併を年度内にやってほしいという一つの要

請、それから課長のほうには、この補助金の算定基準はいかなる方策でやっているのか。

天間と七戸とではたった７万ほどの差しかございませんから、このことを明確に答弁して

いただきたい。

○委員長（瀬川左一君） 商工観光課長。

○商工観光課長（米内山敬司君） それでは、お答えいたします。

さきの３月議会におきまして、田嶋委員から同じような質問が出てございました。その

際に、これまでの旧市町村単位で補助金をしておりましたけれども、その際にはこれと

いった算定基準がないままに交付していたというようなことでございました。そして、ま

た、その当時の財政状況によりまして、１０％カットするとか、２０％カットするとかと

いうようなことで、これまで参っていた次第でございます。

ただ、答弁にもございましたとおり、平成２１年の予算に向けては、現在、交付要綱を

作成中でございます。もう間もなくできますけれども、それができますと今度は七戸商工

会、また天間商工会というように二つで、事業規模も大分違いますので、それ相応の金額

の差は出てくるのかなと思ってございますが、詳しい金額はまだ算定できておりません。

以上でございます。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） それでは、川村委員にお答えを申し上げます。

二つの商工会を一本化するというのは、私も常日ごろから感じていましたし、数年前か
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らすべきだということで提案をしてきております。しかし、協議をしているというお話が

ございましたけれども、一向に進まないというのが現状でしたので、きのうもお話ししま

したように、それぞれの商工会から３役の方々を町でお呼びして、そして懇談会を開いた

ということであります。そして、二つの商工会がどうしても合併できないという一つの

ネックは、やはりよくわかりました。そうか、そういうことだったのか、そういうことな

のかということはわかりました。それを受けて、また我々も事務局に指示していますけれ

ども、そういうものをどうすればクリアできるのか。そして、仲介案としてどういうもの

があるのかということをよく検討しながら策定してみろということを指示していました。

それを見て、私も最終的にこうすべきだという、こうしていただきたいということ等も調

整をしまして、さらに近いうちにもう１回、両商工会の役員の皆様においでをいただい

て、その仲介案を出して検討してみたいと、努力してみたいと思っています。

ただ、どういう仲介案を出しても、なかなかこの問題は難しいのかなという思いはいた

しております。しかし、難しいからといってしり込みしているわけにもまいりませんの

で、何としてもこれは私の任期中には一本化させるように方向性を出していきたいと、そ

う思っています。

それから、さっき、くりこま高原駅、こだわるわけではありませんけれども、田んぼの

真ん中にあることは確かです。ただ、私がさっき申し上げたのは、あの栗駒町の奥の方に

八甲田のような山がある。その山の向こうに栗駒高原という観光地がある。そして、そこ

が非常に全国的にも有名な観光地だということであります。そういうことで、くりこま高

原駅というのを栗駒の町につけたという、そういう話は栗駒の人から私は伺っていますの

で、決して田んぼに高原をつけたという、そういう言い方はしていません。山の向こうに

高原があると。例えば七戸だと十和田湖があるというふうな状況、そういうものを利用し

たということになろうかと思います。

以上であります。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） ここで、暫時休憩とします。

休憩 午後 ２時５０分

再開 午後 ３時０２分

○委員長（瀬川左一君） 休憩を閉じて会議を開きます。

１１２ページ８款１項１目土木総務費から、１１５ページ８款３項１目河川維持費まで

発言を許します。

２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） １１４ページ、町道の維持調査測量ということで御質問いたし

ます。

七戸町の字高井名の町道のことについてお伺いいたします。この高井名の町道は町道で
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ありながら、勝手にその町道の両脇をバックホーで掘ったために、町道が通れなくなった

わけです。そうすると、その道路の向こう側の農家の人は、その道路を通って作業にも行

けないと、こういう問題が発生したわけです。ということになると、町道を勝手に破壊し

たという大変な問題があるわけです。

しかし、町では、その奥の人の作業を確保しなければならないということから、町のほ

うでその道路の補修をしました。それが１週間ぐらい前なのですが、そうしたら、またけ

さ行ってみたら、そこがまだ掘られて車も通れないし、トラクターも通れないと、こうい

う問題が発生しているわけです。

それで、まず課長にお伺いいたしますが、町で修繕した後にまたバックホーで道路の片

側が掘られているという事態になっているということを知っていますか。

○委員長（瀬川左一君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） ２番委員にお答えいたします。

本委員会中に職員の方から休憩中に連絡を受けて確認いたしました。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） まず、町道を勝手に掘り崩して人が通れなくなるようにする。

そして、それを町のほうで埋めた後にまた掘って通れなくする。信じられないようなこと

なのですが、実際そういうことがあって、その奥には本人の土地に鶏ふんが山ほど積まれ

てあって、雨が降ると鶏ふんのつゆが道路にしみ出てくる。その奥には町の通路があるの

ですが、町の通路は真ん中をバックホーで全部掘ってしまったから、町の通路でありなが

らそこは通行が不可能になっているわけです。

それで、こうなれば、これは町長か副町長にお伺いすることになるのですが、まず最初

に穴を掘って町道を破壊したということについて、これは完全に向こう側の責任ですか

ら、警察に通報するなり訴える気があるかどうかということが第１点。第２点は、町で１

回直していたのですよね。その直したお金はだれが負担するのか。三つ目は、またさらに

それをバックホーで壊してしまっていると。これもまた警察に通報なり訴える気があるの

かどうか、その辺についてお伺いします。

○委員長（瀬川左一君） 暫時休憩します。

休憩 午後 ３時０８分

再開 午後 ３時１０分

○委員長（瀬川左一君） 暫時休憩を解いて、会議に入ります。

副町長。

○副町長（小又 勉君） それでは、佐々木委員にお答えいたします。

現場とかその状況とか報告を受けていました。１週間ぐらい前でしたけれども、その時

点で非常に道路を狭くして、一般車両そこの土地にかかわる人のみならず、一般の車も通

るものですから非常に危ないと。知らないでいて事故でも起こせば大変だということで、

当然これは道路管理は町、昭和３７年に当時、天間林の村道になっていますので、指示し
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てバリケードをまずやらせて、緊急でしたので作業もあるということで、ある程度また幅

も出して修復をしたということであります。

その後、地権者の方と話をして、いずれ確定したあれをやらなければならないだろうと

いうふうなことで、本人も了解をしたというふうに伺っていました。ところが、きょうま

た私もそれを聞きました。午前中だと思います。また掘っていると。写真も見ました。こ

れはもう大変なことです。当然その地権者の方のどなたかが警察へ通報もしているという

ことであります。こういうふうにたびたびやられると、当然これからのこともあります

し、町道でもあります。そう勝手に町道、いわゆる町の財産を棄損されるということは大

変なことでありますので、いわゆる被害届、そういったものもこれから視野に入れてやっ

ていかなければならないというふうに思っております。

いろいろ御本人も、底田の鉱山から砂鉄を運ぶときの道路ということだそうでありまし

て、当時貸しているよというふうな、そういった話もしているやに聞いておりますけれど

も、その辺の実態もよく話を聞きながら、何よりも町道になっておりますので、もう厳然

たる事実で今までずっと町道として利用してきたという経緯があります。途中何回かトラ

ブルもあったみたいですけれども、それでもこの辺で厳密に対処しなければならないとい

うふうに思っておりますので、状況を聞きながらそういうふうに進めていきたいと思って

います。

経費については緊急的に直しましたので、経費についてはそういうことであれば請求と

いうことになるかと思います。それはこれからのことですけれども、一応そういうふうな

認識を持っていました。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） 副町長にお伺いしますが、副町長はこの問題で本人と会ってお

話をしていますでしょうか。

○委員長（瀬川左一君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） 話はしておりません。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） わかりました。そうしたら、被害届も視野に入れ、経費につい

ても相手側に請求すると、そのことをきちんとやっていただきたいと思います。

なお、あわせてこの道路はもう一つ後ろ側にまだ町の道路があるのですよね。その真ん

中をバックホーでずっと掘っているわけですよね。だから、真ん中をバックホーで掘って

いるために、道路の真ん中からやられているから使いようがないと。そして、七戸町で測

量もしているのですよね。測量した板は全部とってしまっている。たった１本残っていた

から、それは写真にとってあるのですが、もう１本の道路についてもきちんと町で対処し

なければならないというふうに思いますが、その点はどうかということと、それから前に

測量をもう１回し直すという話を聞いたのですが、測量をもう１回し直す必要があるかど

うかについても認識をお伺いしたいと思います。
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○委員長（瀬川左一君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） もう１本の道路についても報告を受けています。あの道路の

ちょっと上のほうを通っていく道路ということで、これも町道になっているというふうに

聞いておりまして、その辺も調べてみなければならないと、そう思っています。

それから、測量をし直すというのは、１回目をつい１週間ぐらい前にやった時点で、本

人と建設課の職員、測量をしてちゃんと見解を確定するということで話し合いがなされた

ということで聞いていました。ですから、では解決に向かうのかなというふうな認識を

持っていましたが、また掘ったということでございますので、全然話は違うということで

す。そういう状況を聞きながら、これから対処したいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） 建設課長にお伺いいたしますが、既にこの道路は測量が完了し

ているはずです。建設課の職員と本人と測量をし直すということは、どういうことなのか

ということです。

○委員長（瀬川左一君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） お答えいたします。

今、佐々木委員がおっしゃった分に抜かれている部分がありますので、それの復元を専

門業者でなければ復元することができませんので、それをお願いして、本人立ち会いのも

とで両者立ち会って確認したいということでお話ししたものでございます。

○委員長（瀬川左一君） ２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） そうなれば、ちょっとまた私はわからなくなるのですが、前に

一たん測量をして、測量が終了しているから、それは地面なんかに残っているから測量し

直す必要がないと思うのですが、そうでもないのですか。

○委員長（瀬川左一君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） 前の測量のデータはありますけれども、それをそのままの状

況で現地に復元するためには、専門の測量土地家屋調査だとか、測量を持っている方でそ

この部分を復元してもらうということで、本人立ち会いで復元するということでございま

す。

○委員長（瀬川左一君） ほかにありませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 次、１１６ページ８款４項１目都市計画総務費から、１１９

ページ８款５項２目住宅建設費まで発言を許します。

１１番委員。

○委員（川村三十三君） １１６ページの１３節の委託料のところで、地形図作図業務委

託料。これは都市計画のことですから、地形図が必要かどうかということで大変な金額で

すね。５００万ですか。

それから次のページ、１１７ページ、いよいよ本題、東北新幹線七戸仮称駅活用促進Ｐ
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Ｒ事業費補助金、一体どういう形でＰＲしていくのか。これは七戸駅活用促進ＰＲですか

ら、名前もまだ決まっていません。そこで町長、きのう私は新幹線駅について聞きまし

た。そうしましたら、あなたは議会の中で、私の聞いたことには答弁しないで、東奥日報

の新聞記者に私に答弁しない以上のものを答弁したようですね。これはまさに議員である

私を侮辱したことになる。聞いたことに答えないで、議場外でそれを新聞記者に言ったと

いうことは、これは大変な議会運営上の問題。デイリー東北はそうでもないのです。東奥

日報の朝刊はよく書いてございます。これは、あなたが私に答弁した以上のことを申し上

げた。これは議会人として問題でもあると感ずるので、あえて指摘を申し上げます。

以上、私のほうからは３点お尋ねいたします。

○委員長（瀬川左一君） 企画財政課長。

○企画財政課長（楠 章君） それでは、ただいまの御質問の第１点目、地形図作成業務

委託料の内容について御説明いたします。

これは、合併前の旧七戸町で作成いたしました都市計画、これはおおむね２０年間を目

標としてということで、平成２２年までの見通しで作成されてございます。この間、平成

１７年度、旧七戸町、旧天間林村が合併しました。この中で、旧天間林村にはこの都市計

画が、網を被っていないとか、作成されてざいませんでした。この平成２２年を目途に見

直しをする段階で、旧天間林地区にもそれらの必要なデータを作成する必要があるという

ところで、年次計画で昨年度は地形図が作成されていないデータ等をそろえるために昨年

度委託をして作成したということでございます。この費用につきましては、合併特例交付

金を充当して実施してございます。

以上でございます。

○委員長（瀬川左一君） 新幹線建設対策課長。

○新幹線建設対策課長（八嶋 亮君） お答えいたします。

東北新幹線七戸仮称駅活用促進ＰＲ事業補助金５００万のことについてお答えいたしま

す。

１９年度当初、にぎわい創出委員会と称した組織がありまして、七戸町商工会の会長さ

んがトップということで、９月にさらにまたこのＰＲを拡大しましょうということで、町

長を会長として七戸町仮称駅開業事業実行委員会という組織に改めました。

そこで、これは県の補助を受けまして、県が３分の２、それから町が３分の１を出し

て、その開業事業実行委員会にＰＲ用の経費として差し上げておりますが、中身の主なも

のを申し上げますと、ポスターの作成、チラシの作成、パンフレット、ステッカー、中身

はリンゴですが缶ジュース、ポケットティッシュ、のぼり、それから特産品とか観光ルー

ト開発支援の業務委託等の経費に充てて、下北圏域とか上北郡とか、また東京で県主催で

行われますいろいろなＰＲ事業にこちらも参加させていただき、そういうものを活用しＰ

Ｒに努めたところでございます。

内容については以上のようなことでございます。
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○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 川村委員にお答えを申し上げます。

私も新聞記事を見て愕然としました。なぜこういう記事が載るのかと、本当にびっくり

して驚いたところであります。まさにおっしゃるように、あれをあのように私が発言をし

て新聞に載っているのであれば、非常に申しわけないことになるというふうに思いますけ

れども、あの記事については確かめさせました。そうしたら、そうしゃべったのは聞き間

違いだったのかなという話であります。だから私もけさ見て、そしていろいろ議会対策等

もありまして、これからのことについては確かめていただいただけですけれども、これか

ら訂正等についても申し入れをしていこうという思いをいたしております。

以上であります。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） 都市計画の地形図、これは地形図でなければいけないのか。例

えば、都市計画図ではだめなのか。地形図というのは等高線も全部入るでしょう。地形図

となると、等高線も全部入ってしまうのです。私、こういうふうに考えた。役場のところ

に旧天間の村全体の図がありますよね。ああいうのを七戸町全体の等高線の入った地形図

をつくるのかなと思って、それは５００万ぐらいかかるなと思っていたのです。そうでは

なくて、都市計画図なのではないの、どうなの。地形図、等高線も入るのですね。地形図

となれば等高線が入りますよ。調べて教えてください。都市計画ですから、それはもちろ

ん等高線も必要でありましょうから、できたらそれを教えていただきたい。

それから、新幹線対策課長、その文書の中は新幹線七戸駅仮称と書いてあります。これ

もまた町長がしゃべるくらい元気がない。これは見ていない人もあると思うので読んでみ

ましょうか。福士町長は、これまで七戸単独の駅名に慎重姿勢を見せながらも明言は避け

てきた。一般質問後の取材に対し、同町長は上十三広域圏の首長たちから七戸町に任せる

との言葉をいただいている。もう１回読みますよ。上十三広域圏の首長たちから七戸町に

任せているとの言葉をいただいている。できれば、ＪＲ側への回答期限の３月より早く意

見を取りまとめたい。そうすると、町長自身は、この後のほうはしゃべっていないという

ことになる。サービスがよくて、きのうはスムーズに終わったものだから、リップサービ

スがあってこんなのをしゃべったのでないかと私は思って、おかしいな、町長と、こう

思ったのですが、しゃべっていないというわけですから。

ただ、やっぱり後半のですね、上十三の首長たちが七戸町に任せると言ったら任せられ

たほうがいいんですよ。後はなんだかんだ言わないで。そうでしょう。七戸のは七戸です

よ。それはきのうも申し上げたので、もうこれ以上言いませんけれども、任せられた、任

せた、その後になんだかんだやるから、結婚したくても２人一緒になれないような状態が

続くのです。なりたいといったらさっとならせればいいのです。私そう思っているのです

が、町長はそう言わなかったということを、デイリー東北とあわせて見て、これをしゃ

べったよりも町長が勇退するということが全国に広がっています。きのうも言われました
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から。

そこで、新幹線課長のほうに、そのＰＲの反応はいかがでしたか。その前の下北とどの

辺までやったの。広報等を見ると、さまざまな自治体のが書いていましたよね。あれもそ

うでしょう。上十三並びに下北の名物や産物を書いたのは、あれがそうだろうと思うので

すが、その反応はいかがだったでしょうか。例えば、南へ行くと十和田湖ではどうなの

か、北へ行って大間での反応はどうだったのか、そのあたりをひとつお知らせください。

○委員長（瀬川左一君） 新幹線建設対策課長。

○新幹線建設対策課長（八嶋 亮君） お答えいたします。

下北圏域につきましては、全市町村、副町長を筆頭に各自治体を回りました。ただ、ど

ういう反応であるかというと具体的にお聞きされましても、ＰＲのものをつくって、まず

リンゴジュースについては非常においしいと。いろいろなイベントでは、これをぜひ東京

のほうに送ってやりたいから、そしてお金を出してもいいですから譲っていただけません

かと、１箱なりというふうなことで、そういうことはできませんが、非常にリンゴジュー

スについては好評であると。

また、ガイドブックについても、青森のほうからとか、八戸のほうからとか、上北郡の

中にも各自治体のほうにも何十部かずつそれぞれ置いてきておりますが、窓口になくなっ

たのでもう少し譲っていただけませんでしょうかということで、そういう感触を受けてお

ります。ただ、具体的にどのようなということになれば、非常に答え方が難しいところで

ございますので、このようなことで回答とさせていただきたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） １１番委員。

○委員（川村三十三君） 先般、私たちは議員みんなで視察に行ってきたのですが、その

ときのガイドさん、比較的年のいった方でして、この方がやはり天間の名産であるところ

の黒いニンニク、これを絶賛しておりました。東京あたりへ送ると非常に珍しがるし、同

時に生のニンニクなんかは非常に料理に適しているということで、この間は褒められてき

て、これは議員さん、自信を持って広めたほうがよろしいですと、こういうように他の人

たちと接することによってそういうことも知り得るわけですよね。知らないところで大変

褒められてきたということがありますものですから、今度は長芋でもニンニクでも、東北

町に負けないようにそういうＰＲをしながら、そして個々の人たちが首都圏に向かって私

たちが発信するのだということをやらないと、ただここにこぢんまりとしていたのでは七

戸の名前が売れないのです。やっぱり東京に行って、あそこで飲んで歩いてみて、七戸だ

と言えるくらいになればいいのですよ。それには金がかかりますけれども、町長はそのほ

うが大した適するかと思うので、大いにやってほしいなと思います。

担当課長のほうで参考になりましたら採用してください。答弁は要りません。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

５番委員。

○委員（田嶋弘一君） これは町長に聞きます。
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今の川村委員と同じことなのですけれども、１１６ページの１目と２目に関連すること

なのですけれども、もう３年前、４年前にさかのぼった話になるのですけれども、今言え

ば駅の南のほうなのですけれども、それにお金がかかるということで、新幹線の経費がか

かるということで、北側の道路、いわば庁舎までの道路をつくるという合併前のものにも

道路の経費がのっていました。ところが、合併と同時に経費の問題で、南側を先にやりま

しょうということで、北側の調査費をカットしました。これは町長にお聞きしますけれど

も、町長のときにやむを得ず調査費をストップしたわけですけれども、まだ任期中ですけ

れども、来年度の予算に復活をさせる考え方があるかないかをお聞きいたします。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

あの線は非常に重要な線だということで、私は合併前からあの線は新幹線維持のために

は絶対必要だという思いで来ました。しかし、きのうもお話ししましたように、いろいろ

な意味で約５０億、補助金とかいろいろな交付金もありますけれども、非常に多額の費用

がかかるということもありまして、今計画したその道路は約１０億ぐらいかかるというこ

とですので、それだと両方やる能力、力がないということもありますので、こちらのほう

を整備してそれからかかってもいいのではないかという思いをいたしております。そうい

う意味で、これからの財政等を十分検討しながら、あの道路についてはさらに一層努力を

してまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ５番委員。

○委員（田嶋弘一君） 私が今１０億をかけてやってくださいと言っているわけではない

です。あの調査費を出してやってくださいという話でありまして、それも、例えば南側は

いろいろありまして二転三転と変わりましたけれども、長い目で見て、例えばここまでの

調査費という形であればわかりますけれども、全くないともうやめたのかなと、そういう

ふうに感じるわけですよ。だから、今回はここからここまでの調査で、何年後にはこうい

う形で進めたいと、そういうお話を聞きたいのですけれども、その辺の計画などは町長の

頭には入っているかと思うのですけれども、その先のお話をお聞きいたします。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

さっきも申し上げました。財政状況をにらみながら可能な限り頑張っていきたいという

ことですので、来年の財政状況がどうなっているのか、まだ確定もしていませんし、そう

いう意味で御理解いただきたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ５番委員。

○委員（田嶋弘一君） 申しわけない話になるのですけれども、北側の道路の件ですけれ

ども、これは考えれば考えるほど、例えば陸奥までのバイパス的な感じにもとられるよう

になるかと思うのですけれども、ただ、私が言っている言葉は少しでもという、例えば１

００メーターでも２００メーターでも、これからの調査費をこうだということを締め出し
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て、ある程度のことを網をかけるような状況をやらないと、私は勝手に家が建っていくと

思うのですよ。そのときに、また１億、２億という形で家を移動するということにもなり

かねないわけです。だから、その辺のことをスパッと、ここからここまでいきますよと、

こういう方向でいきますよという形を調査費として、向こう何年かという計画案を出して

いただければなと、そういうふうに思っています。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

いろいろ今お話になったことを参考にしまして、それなりに検討しますのでよろしくお

願いしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

２番委員。

○委員（佐々木寿夫君） １１９ページの町営住宅の管理についてですが、町営住宅とい

うのは、本来は犬や猫など動物を飼ってはならないところだと伺っていますが、動物や犬

や猫をしっかり飼って、周りの人が大変迷惑しているということがあるので、私は担当の

ほうから注意をしていただきたいということを要望したいと思います。その辺について、

担当課から答弁をお願いいたします。

○委員長（瀬川左一君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） ２番委員の御質問にお答えいたします。

町営住宅には、入居時には動物等は飼われないことになっております。飼っていて苦情

等が来れば、うちのほうで全住宅入居者にこういう苦情がありますので飼わないようにお

願いしますということで流しております。

○委員長（瀬川左一君） ほかに。

１０番委員。

○委員（原子 孝君） １１７ページの先ほど１１番委員が質問しました名称です。これ

は、やはり町長がリーダーなので、リーダーシップの関係で町長からお伺いしたいのです

けれども、私、これは見解の相違か相違が見解になるのかわかりませんけれども、先ほど

からこの件でもっぱらわいているわけですけれども、これは来年度も７８０万、平成２０

年度も予算計上されているでしょう。ＰＲ。１９年度が５００万と、こういった大きい金

額でもってＰＲ、これは当然必要です。これはぜひやらなければならないと。ただ、私、

残念なことが、仮称と、どうせＰＲするのだったら、もう最優先で正規の名前を決めて、

腰を据えた東京圏内までのＰＲ活動と。これはもう新幹線が来るよとなったときにＰＲを

したって、もう手おくれですよ。病院に行けば、手おくれになる前に連れて来いと言われ

るのですけれども、この早い段階から、特に七戸町とかこっちの青森県のほうは余り御存

じないという方が結構いると。先ほど課長の説明を聞いたら、とりあえず県内をＰＲした

と。ところが、さっき聞くと、ポスターとかチラシ、あるいはジュースとかステッカーと

か、七戸仮称と。ちょっと寂しいなと私は思うのですよ。
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せっかく町長いろいろな、私、今まで新幹線のことで情報もなかったもので疎いもので

したから余り言わないできたのですけれども、この機会にと思って今声を上げたのですけ

れども、できるならばこれだけの金額をかけてＰＲするのですから、これは徹底してやら

なければなりませんよ。できるだけ早急に町長がリーダーシップを発揮して名前を決め

て、先ほど申し上げたとおり仮称ではなくて腰を据えたＰＲ活動をするように、私そうい

う考えを持って町長にお尋ねをするわけなのですけれども、町長の考えをひとつお尋ねし

たいと思います。

○委員長（瀬川左一君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 原子委員にお答えを申し上げます。

非常に励ましの言葉をいただきました。私も常日ごろからそういうふうに思っているわ

けであります。そういうことでは本当にありがたい質問だと思います。

ただ、御承知のように、私も何回となくお話をしておりますけれども、決定をするのは

ＪＲだと。しかも、ＪＲが開業１年前に決定するというのが原則内容であります。だか

ら、我々は勝手に七戸駅だとか十和田七戸駅だとか下北七戸駅だとか、そういう名前を決

めてやるというのはちょっと流れにそぐわないのではないかという思いがあります。

そういう意味で、私はきのうも答弁をしていますけれども、できるだけ早くこの全部の

意見を集約してＪＲに要望していきたいという話をしておりました。そういうことで、

我々が決めれる名前ではないということですので、まずそのことを認識いただきたいと

思っています。

また、いろいろな情報等をいただくと、やっぱりそれなりに皆さんからの情報は、こっ

ちはいい、あっちはいい、こうすべきだ、ああすべきだというような、非常にまだ乱立し

た形になっているわけです。それをやはりある程度取りまとめをするというのが極めて重

要なわけですので、私も年度末までにはという目標を立てましたし、できればそれを前倒

しして幾らでも早くやりたいというお話もしております。そういうこと等もありまして、

できるだけそのことについて集約するためには頑張ってまいります。ただ、その頑張った

ものをそれなりに皆さんともいろいろ相談をしながら、そして県にも報告をしながら、そ

してＪＲのほうにこういうことでという要望はしていきたいというふうに思っておりま

す。

なお、さっきも申し上げましたが、川村委員にお答えを申し上げましたように、これか

らの手順としては広域圏の皆さんとの話し合いが重要な話し合いになろうかと思います。

そういう意味で、広域圏の会長さんにはぜひ早急に、２回目になるのですけれども、２回

目の駅名についての話し合いの場をつくっていただきたいという要望はしております。そ

うするという確約もいただいております。そういうことで、できれば３月３１日、年度末

を幾らでも前倒しできるような形で集約したいと。そしてＪＲのほうに要望をしていきた

いと、そういう思いですので何分にも御協力のほどお願いしたいと思います。

○委員長（瀬川左一君） １０番委員。
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○委員（原子 孝君） 町長は一貫してそのお話をしてきました。それは私も十分理解し

ております。ただ、先月、研修に行ったとき、これは一つの町でしたけれども、隣接町村

がお互いに私たちの町も駅を利用するからと、それでお金を何町村かが出してくれたと。

その金額が５,０００万ぐらいと言いましたか、５,０００万でも大きいかなと思いました

けれども、そういう協力体制をとってやっていた町もありました。

ところが、当町は今のところ、町長、副町長は努力しているかと思いますけれども、単

独で５０億も投資をすると。先ほども申したとおり、これだけの金額をかけて、今、まだ

仮称の名前でありながらもＰＲ活動に入っていっている。これは、私、町長に今話を聞い

て思ったのですけれども、隣接市町村は自分たちの痛みが何もないものだから、ただ私が

今、町長の話を聞いてですよ、だらだらそのうち決めたらいいだろうという安易な考えを

持っているとなれば、これは当町として大変なことですよ。もし他町村が、県内の市町村

がそう思っているとなれば、これは我が町にとっては損害ですよね。私はそう思うのです

よ。だからその辺も考えて、当町の事情もリーダーシップを発揮して、ちゃんと訴えて理

解を賜りながら早急に決めるべきだと、もっと早めに本来は最優先課題として取りかかる

べき問題であったろうと私は思ったものだから言っているのですけれども、これは見解の

相違、相違の見解で幾ら言い合っても無理だと思うので、ただ、そういうのもあったとい

うことだけは町長も頭に入れて早急な対応をとってくださいという意味です。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

１４番委員。

○委員（田島政義君） 区画整理事業のところで、これも先ほど財政課長のほうから２２

年度に都市計画の見直しがあるということで、私も今、新幹線のことでいろいろと商業地

域、第１種住宅事業のところで、非常に当町、副町長も同席の中で区画整理審議会を開い

て、私の質問にみちのく計画コンサルが一切規制がない、高さの制限もありません、全部

何でも建てられます。ところが、案の定、町から塀を塀して隣接しなさい。境界を建てよ

うと思ったらだめですと、高さの制限がありますと。境界から１メーター以上離さない場

合には、１メーター２０センチ以上の塀を建てたらならないと。だからふろは裸丸見えだ

と。三百何メーターもあけてから、坪数は莫大な坪数なのです。あの場所で。私はすぐ電

話を入れてやったら、もうどうにもならない。何であそこに津島課長が、津島課長を呼べ

といったら、もうやめていない。いろいろな仕事の方が来るけれども、やっぱり第１種住

宅といったらいろいろと制限がある。まず、風俗営業ができない。スナックをやっても１

２時以降は、飲み屋はまずできない。住宅地域になると。そうすると、できるのは、あの

メーンストリートの商業地域だけで、我々あの広大な土地を持っていても、あそこでそう

いうお客さんを、女の子を置くともうだめだ。１人でやる分にはいいけれども。法律は必

ず厳しくなりますから、当然だめになります。

ですから、先ほど見直し、異議申し立てしなければいけないということで、いろいろ調

べたら国は一向に構わないと。ただ、町の職員と県の職員がすぐやるかなと、今やったば
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かしで。まして、イオンのために見直しをかけたばかりで、また見直しというと大変だ。

たまたま２２年に見直しをするのであれば、我々は昔から商売をしているわけですから、

あの辺で。ですから、住宅ではなくて商業地域に指定していただきたい。あの辺の一体

を。そうでないと、当初、みちのく計画ではなくて、アジア航測の場合は全部商業地域

だったのです。ですから、どういうわけでこうなったかはわからないけれども、やはり

持っている方々の利便性、区画整理でかなりみんな自己負担をしていますので、地権者

は。ですからその辺も考えて、地権者のやりやすいような形、今急に商売をやったわけで

はないです。もう２０年も商売をやっているところを住宅にするということは、これはお

かしいわけですから、それもしゃべったら一切制限がないという話をしたのです。審議会

でやっていますから。案の定すぐ、道路をつくりますから移れ、塀を立てようと思ったら

だめだと。１メーター８０以上の塀を立てる場合には何とか１メーター以上をあけなけれ

ばならない。あの長さでずっと三方を全部あけますから、もったいないわけです、土地と

して有効活用をすれば。だけど、これは規定ですから、やらないと建てられないし、道路

工事が始まるからやってくれ私のほうも立てないとふろのほうがまずいですからというこ

とで、個人的な話なのですがそういうのがありましたので、もし財政のほうで見直しをす

るのであれば、やはり私は何とか見直しをしてほしい。要望ですから、お願いします。

○委員長（瀬川左一君） ほかにございませんか。

（「なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） お諮りいたします。

本日の委員会はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と全員呼ぶ）

○委員長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、本日の委員会はこれをもって延会することに決定いたしました。

なお、明日、委員会は午前１０時に再開します。

本席から告知します。

本日は、これをもって散会します。

御苦労さまでした。

延会 午後 ３時５３分


